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菊川高速度バンドソー

我國最古の朧史を誇り、創立以來53年間の翌富なる

經険迄加え、不謝の技術研究CD結晶たる菊川式バン

ドソーは常に斯界の代表的優秀機として多年全國各

地で御愛用を蒙っている事は既に周知の事資であり

ます。
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製 造種目

721'-601I-"'I-43''自助逢材車fj滞鋸盤・43"及36"

｜テーブル式鵜鋸盤・手押逢材車付帯鋸盤・精鋸目立

|盤外各種同立機具･自動爾端耳摺丸鋸嬢･糞他搭種
，製材機械･最新型各種木工機械･製樽磯械（御申越次第力夕陣グ，菊川ニュース逢呈）

騨電鱸蕊凄滝
電話山田710..1622大湊20

ひ

菊川60吋糒溌鑑本塞部“0型

鋸車座60〃投材能力48|〃樫丸太迄

【HP電動笈直結鋸車及セリ腕自動昇降式
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僥付塗料の最高峰

大儒式特許焼付漆

大橋漆工業株式會祗
本斌及工場大阪市旭腫生江町1′82

寵{鯏騨io:3F:
武庫川工場尼崎市諮吉字古新田1’

電・伊丹491

束京出張所東京都澁谷腫千駄ケ谷5ノ836

砿・淀橘（&,7）3317

日本パルプ・工業株式會祗

I 取締役耽長

頭締役
山林部長

中村愛作

小林猛臣

、
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|日本再建ば國土の緑化から 祗團法人

日本パルプ材協會

會長小林準一郎

東京都中央遜日木摺堀留;IIT1-13

（日本橋警察署前）

垂國I｣I林種苗増産協力含

主唱者柳常八

電話茅場町(66)7652

東京都千代田厘丸ノ角2丁目10番地

仲十四銃館2銭日本製紙連合會丙
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林野膳主催FORESTEXHIBIT林業展覧命よウ

(24年6月6日-9日於第八軍中央講堂一前読参照、

一（1）一一
ノ

〃

℃

－

｡



、

一

二
■

8

ぬか．そしてその鯨零誰の爲に､どのように吟て發揮さまえが．,き～
せなければならないか．というこ.とが、現今に於ては特に

林業技術の振興を論ずるに常つては､操り上げるr林業大切だと考えるからである。

技術」とは何を指すのかが、－:應明かにされなければなら戦争以来今日に至る日本の林業の歩率を見るに、我盈の

ない。濁佛、瑞西等の諸國に於ては、森林育成の技蛎者林業技術はそれを最も騒ぐ主張しなければならぬ時に於

のみが林業技術者であるという。（1）薗部鰹I:によれば林て、技術以外の面からおしよせる時代の波に、敢えなく流
プ

薬は森林を極値し、之を保護撫育し、以て林産物を生産すされてMしまったかに見える。正しい技術ならば、それは國

るところの土地生産業(2)とされている。林業を林産物を民釜濫を碑盆するものであり、従って現蜜の斌曾に職に生

生産すると迫るの企業煙管として見るときほ、林業技術にかされて來るものである。河岸に立つ樹木は、大水に際し

は育林技術の外に生産過程及び經誉組織鎧系付けの改良に樹冠まで水に洗われる払知れぬ。しかし根がしっかりし
關す:る技徳も､営然その構成要謎して加えられるべきでているならば､おし流されることはない｡水ひけば､再び
ある。以下に於ては、一應このような概念の林業技術を前駕の姿に立歸えるのである。
提とする．ことにしたい。 林業技術の振興をはかるには、先づ在來の林業技術を冷

しかし乍ら技術の範濤を如何に規定するかは、甚し<問靜に振返ってみることから始められなければならない。
題の多いところである。周知の如く、ブハーリンの唯物史（註)’田中波慈女:育林准進班を提唱す附業技術｣第一
槻的な技術規定によれば、技術とは勢勵手段の髄系である ′銃昭和23年9月

とされている｡従って『ほんらいは努働手段に閲する改良 2薗部一郎:林業政策上鐙

・3大丙力:日本農業政策の性;賂「農學講座」第二巻
が技術の中心をなすものである｣(3)といわれる。育廊技

4大谷省三:囚われた技術論「農業問題第二號昭22
術は、農業に於ける品種や施肥の改良技術と同じく、単位 年11月」
面澱當りの生産戯を増大させるものであるが、しかし直接 Bucllalineの技術規定に對する批判の詳細については
的に努働生産力を増大させるもの律ない。即ち育林技術 大谷氏上掲論文を見よ

は努働對象に關する技術であって、努働手段に直接のかか
1在来の林業技術わりを持たないものといえよう。従って唯物史捌的技術規

定に従えば、育林技術は、むしろ本来の林業技術の中心か 日本農業技術發達の例示として、米麥の反営收燈が明治

らはづれるものとされなければならないのである。だが此、以來80年間に約2問こなったことがよく引出される。と
虚に努働對象といい、努働手段というも、人により籏狭そのことがはたして農業技術の眞の發展を物語るものである
れぞれの見方があるようであるし、叉勝働手段の燈詞 かは別問題として、林業に於ては育林方面の技術的成果と

なる規定付けを､細ての人が金科玉條としているわけでもし･℃､平均生長量の全般的な飛躍的上昇を､米麥の例の如
ない｡鰹）これを更に鹸討する爲に、與えられた課題下でく頴著に示すことは出來ない。勿論農業に於ける反當收量

技術の木質論に訴るのは、この小論の目的とするところでの上昇と林業に於ける雫均生長量のそれを、同時にとり上

はなく、その餘裕もない。又それは未だ之を結論付けるにげて比較することに問題があり、叉平均生長通の上昇それ

至らう雪､思考半ばに在為自分力§よくなし得るところでもなのみが｡林業技術め向上では有得な､､のであるが、しかし

い◎ 次のことば言い得ると思う。劇Iち林業に於ては見かけ上の

それにもかかわらず、敢て先の如き＝應の前提の下にこ生産量”即ち伐採して製品化される量敏上昇はあって逃､．

の論を試みるのは､技術の定義付けということよりも､今愛質的の笙毒丑即ち翔鐺窪段の増加は,特に目立つほど
l

後我々は林業技術を如何なる心構えの下に確立せねばならのものがないということだある。この爲維戦以來林政を論
〆
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柳：懸賞論文入選作品

・ずるものの総てが、森詠蓄談の存績期間に付､澤高に警告、

を發している如く、森林蓄俄の加速度的低下となってあら
われでいる。

しかし乍ら此鱈に注意しなければならぬのほ､在來の林
桑技術が育林方面の技術を無頑していたが篇に、このよう

な事態をもたらしたのではないということである。否むL

ろ今まで林業技術といえば育林技術を反射的に思い浮べる

如く、その主臘は育林部面にかたよ’り過ぎるくらいおかれ

ていたとも言える｡それにもかかわら調榛技術はその機
能を發揮していないのである。これは技術そのものに鉄謄

があるのか．或は又これを活用する人に責任があるのかの

ど､ちらかである。次にこれが原因を検討してみよう。

在來の林業溌術の特質を研究機熊の面より見ると、それ

は官薦技術である。しかもその浸透部面ほ國有林(奮御料

林を含鋤が張罐對象になって來ている。いわば國有林

技術とも構すべきものであり、これ以外には工業方面に於

一ける民間技術に比すべきものを持たな癖。東京目黒の林業

試験場は、極端に言えば國有林の林業試溌場であり、我が

．國林野面積の三分の二を占める民有林に對する技施衰透は

極めて微舞たるものであった。在来の日本農業技術も､官

聴鐡臓である鮎は同じであるが､一般農家に對する技術浸

透の度合は民有林のそれに比べて遥かに高いものであっ

た。林業技術は、研究溌熊は一應整備されていても、これ‐

を浸透させる機総について深い注意力辨おれず、叉技術浸

透そのものに對する努力も職種的になされていな力やたう

らみがある。なるほど國有林では､間伐や壁伐木選定に關
する駁多くの講習曾が．各誉林署で開催されている：しか

し隣大な民有林に對しては、これほど篭でに指導はなされ
、

ていなかったのである。

このように技術浸透が充分でなかったことは、同時に在

來の林業技術、特に義苗.適地選定、間伐等は名人氣質が

多過ぎると(5)非難せられる所以でもあった。

林業技術〔敢て林業の承に限らぬが〕はもつと普遍性が

持た江なければならない。十歎竿前迄は各地の山に、大て

い睡木とか椎茸､製炭等の名人があり、それぞれ特技を持､
つ人がおった。しかしそれがその人の蕊の技術に終る場合

一が多かづたのは、それをとり上げて礎<普及させるには、
その人の學間的經歴（というより形式的學顧が不足の爲

所謂林業凌術着の仲間入りさせられなかったことがあるか

も知れぬ。そうと1灸らこれば確かに理不謹なことである
が、それをいうより前に個人の特技というような名人藝

は・たといその人の地位が如何なるものであるにせよ考え

直さなけ虹ぱならないo雑定經験者の外に限られた技術は、

戯の林業技術にはなり得ないのである。

今迄林業技術を作り叉はこれが指導に常って來た人を見

一〔3

るに、その大部分は大學叉は専門學校出の人糞である。こ

れはあながち林業技術の特貿Fはない｡専門知識を篭得し
た人糞が中心となって新しい技術を生み、叉は指導に鴬る

ことは極めて自然のことである。だが大學高導出のいが
生象出す鋤悔は、それ自燈のよしあしということ異りも誤

弊があるかも知れぬが､それ力端擢階級的においを持ちや
すいことに問題がある｡、

局長や部課長〔少くも専門學校卒業生以上によって殆ど

總てが占められている〕という地位の權威の下に行われた

技術がなかったであろうか｡パーデンに於ける､山林局長
フイリツプ氏の有名な､喫型傘伐作業に劉しても、同氏の
没後、その作業法はプイリツプ氏が自分の墓場に持って行

ったと迄酷評していた人があったとい5(6)。日本に於て

も生み出した人あっての技術で、その人が地位から離れる
と伺時にその鋤阿もすたるというようなものはなかったで

あろうか。このような技術は個人的なものである麹景於て

は、先の名人塞と全く等しいと､，わざるを得ない。もっと

もこんなことは有得なかったものとされなければならな

い。しかし大學高専出の人盈は､蘇業に沸わるものの至鰡

から見ればその一部にしか過ぎない。したがって技術を賓
地に運用する人友から見れば、その技術は自分等の上役又

は将来上役たることを溌想される人糞によって作られ指導

されたものである。この場合少くとも今迄の観念を以てす

れば．その技術が權威を以て自分等の前にあるが如き錯鼬

も起り得る。このような技術は、テ段大衆力窪傭を以てど

こまでも育て上げて行くというような、親しみを持たれに

くかったことはあるま'>､か｡つまりともすればお義理平活
用ずるといったものになりやすいのである。
幸

以上は、大學高専出の人掩によって作られた技術が、よ

いとかわるいとかの問題をいうのではない。叉在來の林業

技術が、大學高専の技術であった力轍に峡焔がある等とい

うのでは更にない。いわんとするところは、こういった技

術はとかく特擢階級的技術として見られ易いという弱發
葬持つものだということである。

以上機隣と人の面から、在來の弱識と思われるところを

蕊げてみた。このような機織と人によるて生み出された林
業技術は、主として何を對象として來たかというに、それ

は既述の如く育材錨訂であったのである9私見を以てすれ
ば、この育林部面に重儲がおかれFていたことが、皮肉にも

育獅振興の阻害原因の一つをなしてい尋と言わねばならな
いqその原因は利用部面との緊密な結び付に鮫けていた育

林技礎であったことになる。間伐は鴬伐としての技術であ
＝

､ってはならない。そ江は飽くまでも林業睡瞥上の一手段で
ある。間伐により肥大生長が促進され、健逢な林分が育成

されて行くことは至極結構なことである。しかし箪位面積

〕－
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柳 ：懸賞論文入選作品
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富bの收穫量が増しても、箪位勢働量営りの生産低下が箸ると木材は無謹藏であって汲めばつきぬ資源と思われてい
しけ証ぱ、企業經誉としては成立たない｡赫業の生産過程るようである｡」(7)

との關連を考恵せずして、天然更新や間伐は有得ないので無理がおしつけられた場合は、技術的僧念に基いてそれ

ある｡.在來の間伐はすっきり.した林を作り、残存木の生長を達更させなければならない。科學に基いた正しい技術を
が増加÷ll_ぱ大艦に於てよしとされた,天然更新は出來る通1＞ての生産のみが入類の幸輻をもたらすものである。け

0

，だけ短期間に稚樹力謹生し、成林の見込が樹てぼこれも上れども長いものに蓑かれろという保身的考えから、技術的
しとされた。勿論伐採澱11lとの關連が考慮されなかったわ信念に背､､て行動するものが多いと、技術は影をひそめる

け"ないがそれ"塵物の生麓過農として｡繊騨出二息鰯裏と膳細麗に練,露したくないが施鐸ではなく、間伐若<は更新の爲の手段であったといえる。

林業經誉組織の臘系から、育林部面だけを引き出して、そ．とか造林を口にするもの侭愛人のように考えられ、森林費
の枠丙だけで行う技術となりがちであった｡こうして林業源の採取それのみが;その人の榮達の通道で謬づ淀といわ
技術ぼ大きく遥林と斫伐に分化し、この間に密接な結び付れるようなことを､繰返したくないのである｡その爲に技
がないままに、戦争よりこの方の大増伐が敢行されたので術を運用する人がばシつきりした技術的信念を持つことが必
あるつ．要であるが，更に一禮何が人類の頑祉かという世界観をし

との結果林業はいつしか森林蓄積という天然資源の採取つかり持つことがより大切である.在心鋤『者は．技術
事業となって、在來の育林技術は忘れられ、無覗されたか‐だけのことを考えて満足しているものが多かった。しかし
の如くであった｡現在は育苗.挿木､.間伐等に付名人墓を．その技術を通じて瀧れる生産が.どんな斌會を作り出す
跨る人ば皆無に近い。名人蕊は感心しないものであるにせものであるか力毒えられなければならない。かつてのドイ
よ、山の木を相手I頓面目にものを考えるその態度は､敬ツの森林勢側者教習所の時間割を見ると(8)、指導者は勿
服しなければならない。今はこの名人藝すらもない。それ諭勢務者の教習に於ても、短期間でありながら相當の時間
にも拘わらず､木馬擬出や製炭等､努働手段の改良も特に・を世界観の講義にさいている。ナチスはナチスなりに､そ

の世界観を鍔務者に對しても徹底させていたのである。技著しいものがみられない。

このような朕態では､林業按術の影が庫くなるのは雷り術的信念の不足は､今迄の祉會制度がしからしめたとは言
前である。山役人ほ山の木を相手とするよりも人との腫接え、この爲に長いものにまかれる技術者が作り凪されたと
外交に忙しく、生産過謹を秩序患系付けるところの施業案いうと．とも出來る。

これを要するに在來の林業技術陣付いて要約再言すれ
は存在霞値を完全に失った。官聴捷術たる林業は、このよ

うにして一時は斐を消したとまで言い得るのである。このば、そ汎が官聴技術であり、語弊があるかも知IL!いが特雛
原因として、以上在來の林業伎術の性格に基因する二､三階織勺臭承を持ち、眞の技術浸透がなされていなかったこ

とo－－－－
の熟を學げて見たのであるが、次に技術を運用する人につ

地方的に存在した技術は、猫立的な名人蕊とも穂すべきいても考えてみなけI軸繁ならない。

林業捜術の活用は.人類全魁の幅祇の爲になされるものもので､普遍性に乏しいものであったこと。
しかも以上のものは、主たる丙容が育林部面にあり、そ

であることは、いうまでもない。必要とする林産物の生産

を常に確保することによって、入類全鎧の生活文化を向上れは利用面との結び付が少かつた爲、綜合的林業技術とし
させることにある。それは地位により擢威付けられた人に工の役割を果し得なかったこと。－－
對する奉仕でもな.<､自己の利盆の爲になされるものでなかかる林業鍬も､これを運用する人の偏念にいささか
いことは鴬然である。科學的基礎に立った技術によって、 戯けるものもあり、戦時以來一時その影がうすらいだ結果

人類輻趾の篇の生産がなされなければならない。となったこと。－
膳

然るに一國の生産計喪は、爲政者の私慾野望或は誉利難 以上の諸黙が特j,こ考えさせられる識である。そしてこれ

脇の具に供される場合がなしとしない｡又それ程まで行かを是正することが即ち林業御悔の振興の契磯ともなるもrの
ずとも、単に導門分野の内容に對する無智から無理なものである。ご－

をおしつけられることも多い。藤村氏はいう。「鐵が自由（註)5近藤肋:獄釆林業僻見.昭16年興林曾版

に使えなくなった時には木材がこれに巷り、ガソリンがな6この黙については各方面で屡盈いわれている（例え

くなった時には木炭がこれに代えられる。ガスや電熱が使、ぱ、技術評論昭16年6月號山内倭文夫氏の論の如

えなくなると薪と木淡がこれに代る。こういうことを考えし）

－（4：)－

、
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7藤村重任:水害と森林｢農政評論｣昭23年9月銭結果､家庭､吐會及び自身の教育努力を無頑し､単なる修
8近藤助:前掲書業年数,科目数講義分量のみを重要頑したことが在來の

教育の欽臘である。修業年限を短縮し、その--部を職域え
2林業技術掴典の推礎的課題 譲渡し､職域に於ける勤勢に媒介されたる教育力簿重さｵL

林業技術というもこれを動かすのは人である。如何に立なければならないo教育に於ける最大の罪過は、年少者を
派な技術があっても、こ嵐を使う人により、自己の利盆のして一方には騒慢に.､他方には卑屈に堕せじむることであ
篤にその技術が捨てられることすら有得る。故に先づはっる。･…･」と。
きりした信念を持つ人が必要であり、その人が動かず技術一今迄は少くも專門學校を卒業しなければ、技術者の範聴
によって生産を指導し規正すること、こ恥が本懲の意味でに入らなかったと言えよう。あまりにも形式的に人の償値

判厳が行われて来たのである･それが爲天野氏が唱破され公共の輻趾に役立つことになるのである。

、ソ聯林業の理論乃至指導原則が森林､林業自艦からではた如く、一方には溺漫に他方には卑屈に堕せしめて双方共
なぐ､林業外的な政治的思想的要因から定められて(',いにのびる素質がのびず､地位的に灌威付けられた技術が多
るという。森林及び林業は人類杜會に存在し、且つ螢まれ<あらわれた結果となった。人は総て平等であって、その
るものであるから、経局的には林業の理論乃至指導原則力ぞ償値は入間性に根ざすものであり、軍なる學校教育如何に
人類牡會を如何に理解し且つそれを如何に導くかという、よって決められるぺきものではない。在來の林業技術の持
思想的政治的要因から導ぎ出されるということには異存はつ特權階級的においを挑拭するには、先づこの職の考えを
ない。但し森休及林業の本質に違反する指導原則を以てす鍵えることに始まる。かくすることによつ工、林業に携わ
る林業が、人類耐倉の利益を増進させることになるか否かるもの總ての研究心の向上が期待され技伽<準をより一層
は、別問題である。高めることとなるものである。

自然科學的學説までを政治思想に結び付け批判し、林業ついでながらいう。林業技術者の大半を占める官吏は、

技術が生産に引廻わされることがあってはならない｡引廻･今の給與を以てしては到底子弟を大學に入れる餘裕はない
わされた結果林業技術かゆがめられると、一時的には公共かくて將來自分等の子供が學歴を持たぬばかりに、新興財
娠趾の増進に費する湖こ見えても、後に至っては反って犬閥の子供達以下に取扱われるとしたならば、親の身として

きな苦痛溌もたらされることになる。何が公共の頑祉か、 如何にこの問題を考えるであろうか。

世界槻をはっきり把握した人が自然科學的基礎に立って林 個人の人絡が2I罷等に急重される証會、それを作り出すこ

業技術を運用するならば、それによってなされる生壼は常とが公共の編祉増進の最絡目的でもある。
然杜會全髄を向上に導くであろうっ以上あまりにも一般的概念論に維始したきらいがある。
このように考えると、林業の爲の林業という考えを捨て、徐女乍ら本來の林業技術の問題に移ろう。，
て、國民經濟の一環として林業を見ること力哩請される。先づ林業技術振興の母禮となる環境の遜成である，既に

旗く綜合的土地利用の立場から森林及び林業を理解し､林述ぺた如く，技術者‘2人格力鐵重される耐瘤環境を作り出
業技術をこの見地から發足させなけｵLぱならない。即ち斌せぱ､責務者の研究心も向上して、在來のような資源採取

曾的覗野の擬大によるセク1､主義の排除である｡今迄の林事業に類するものと異り､良心的な林業の資行が可能とな

業技術は國有林櫛膨であったと同じく、林野行政も國有林るであろう。しかしこれには財政的の裏付けがなければな
行政であった。だがこれは國有林民有林を通じより狸<林らぬ･斫伐土木の豫算が増額されても造林､施業.測定、
野行政として結び付かなければならないし、叉同時に農林試験の譲算がこれに伴わぬのでは不合理である。この時こ

行政との關迩の下に考えられなければならない。そしてこそ林業撰術者は.技術的信念に基いてこれが是正に全力を

れは更に國土計霊的立場からの検討を必要とし、との見地傾注しなければならない。即ち斫伐土木對造林施業測定試

からの自己批判が試みられることによって､材築鋪も振験の零比率が常に一定に保たれることを要する｡林業凌
興すると思考される。 ′術はこの雨薊力聯合化されることによってのみ正しし､在り

次に技術教育の問題であるが､今迄はとかく學校の免状方を示すものである。わかりきったことのようであるが、
で人の償値が判断されがちであった。これについて元一高林業人の總工が林業技術の綜合化を､より正しく塁解するよ
校長天蜜氏は醸友意見を述べられているが、昭和21年4月うに努力されねばならない。

22日付毎日紙上に説かれた論を要約詞弛ぱ次の通りである今更いうまでもなく、林業は經螢期間が長期にわたる土
即ち腫鶴力を有し､責任感隈く身繼握健なる人間を作る地生産業である｡従って土地と赫木の賞態を掴まねば､林
ことが教育の塾緬である｡一切の教育を皐校に委ね、その業生産過程を計霊的に賎系付けることは不可能である。こ

－（5）－

q

－
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の爲に土地面積と§その上に包藏される林木蓄稜の変態を
正確に把握すること労蝿對に必要である。これが不明の蓑

までは』地利用も土地所有の問題も解決されない。面機蓄

積を知らずして森林生産の測定は不可能であり、勢働生産
を高める術もない。

然るに現在では森林の面積と蓄職は、－應確定されたか

に見えるが､その正確函蛍極めて低く、森蝿面積も絡戦
鍔こ各方面から發表された數字は2,100am渉、2,300萬町

歩叉は2,500町歩というようにまちまちである。今は一膳

林野営局の2,500蔑町歩に落着いてﾙ､るが．これとても民

有林の面戟は總てが資測されたものではない。総蓄積6聴

石についても然りである。個盈の部面に小さく技術改良が
加えられても、面積蓄穣を、知らずしては生産性の昂揚は
有得ない。

従って先づ面積と蓄翻の現状を正確に把握し、次いでこ

れが愛化の過程を精密に客観的に記録することがなされな

輔れぱならない｡即ち養料となる統計整備である。この種
の仕事は地味である爲あまり好まれなかった傾きがあ患。

しかし綜合的林業技術が正しく,理解される環境下に於て

は、この基礎的業務は立派になし錘げられるも.のと考えら

れる。っ．

かかる蚕料に基いての承林業技術I銅上する。從って日

本の林業技術は､日本の斌會と森林及び林業の賓態(即ち
日本固有の風壬牲)に基いだものでなければならない。
･2,600年の歴史にはいつわりがあるかも知れぬが、少くも

2,000年以上の歴史と共に培われて來た、日本の風土性を

考えずに外國の按購を直輸入のままあ陰迄ほめようとしても

無理である。日本の林業は日本の國土の変態に即したもの

でなければならない。一

以上の如き提底に職たわる諸問題が解決されれば､林業

技術は自ら振興寺る。その具燈的目穰を何虚に求めるかに

付いては、これも終戦以来多く論ぜられているものと重複

するが，要約して項目を蕊げて承れば次の如きものとなる

であろう』
一

○林業生産過程の謹系化確立

經誉案の尊重と高踏的嘩準の排除
○鋳働生産性の向上、

原始的生産形懸よりの暁却、搬出識#の擬充
○土地生窪力の増張

躍位面穣営りの生産量を増加させる方途としての土壌調

査、品種攻良､樹種選定、育苗、除伐、間伐穰伐、林地

改良等の研究､荒溌林地復奮､土地保全の狸化。
○林産物利用方法の合理化

以上四つの主な項自達成の手段として次の機關の設霞が
考えられる。

O技術者再教育機關の設置

現在の中央林業技術員養成所を整備鑛充し、中央地方を

通じて機織を再編成する。

○識霊研究機關の整備鐇充..特に講醗螢林署の設定．

特に林業經誉の賓際と結び付いた試験研究をこ.の営林鶚

で行う。これは謎林､間伐の如く特定部門についての研

究とせず事業經螢それ自燈に開する調査研究を立前とし

綜合的事業效撤剛珊こ重きをおくものとするっ‐
缶

林業技術振興の目標をどこにおくか．その具鐙的目標陸＝

更にあるであろう。ただそれ等侭細分化された個産の部面

だけを取上げていたのでは、絡局目的は逵成出来ない。綜

合的林業技術臘系の一蕊として、他の部面と不即不離の關

係を常に保つことをこの際特に暇調したいのである。

(註）9霊谷勉:林業と献會主義「林業鯉濟」第2説昭和

23年6月〔経り）
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農 地改革と林野
毎

一一併せて林業の立地計蓋の確立を提唱する－

宮下茂夫

農地改革と林業の謡劉淘題は償面の澗蒙對策として最もその他180,000180,000.

速かに解決すべき課題の一つであるにかかわらず､－こ宅地461,654448,83112,823

の問題は差し営り林野開拓‘同ﾘ齢地､牧野開放､赫地にその他3,9",4902,8曲,2471,0791243
對する使用鯉の設定の四つに分け.られるが一兎角いつも（註〕牧野面積は林野面積に、開拓地面積は林野その他
受動約立場に追込まれ立遅れの感を鐘えるのは私一人で陸面樹こ夫,々重複している。

あるまい。この撰な國土の使われ方を見て國民の一部には我が國の

このことはこの仕事が技術的に非撒に困難であるとい‘う食樋問題の解決上國土の六劉七分を占むる2,520萬町歩の

ことと、林業關係者が外部と摩擦の大きな仁の杜或を避け林野は大きすぎる。林地の中農耕適地と認められる部分は
純粋林業經誉の殻に閉じ篭っている一つのあらはれと見た出來る限り自作農創設特別措置法による未墾地買收の線に

副って．切り離し、林業は後に残った土地に於て高度の林業い◎

もっとも心ある林業者の一部にも鍔也改革等戦後一連の技術を投入すべきである－≦さ'くてその而讃を2,000萬町
民主的諸政策の思想的識を受けて林業の後進性を脱し、歩と概定している。‘
新しい時代感礎に適合した林業對策が考慮さ私ているやに‐この意見を上表により譲者の意見を交えて検討して見た

聞いている。、、、い。戸

然し私はこの對策も農業､林業､牧畜の三つの土地産業この切り離されるZ520萬町歩中には後述する自作農特別

の土地利用腿分を計り、更にこの腫分に基いた林業地の立描競法による未墾地買收により農耕化される林地92蔑町
地計蜜が確立きれることが先決條件として必要なことを狼歩が含まれ､堂に原野その他面積279蔦町歩中には100蔑
調したいのである。町歩の牧野が重複してをり(残50萬町歩は混牧林とじて林
今これら土地産業の基盤である農地、林地、牧野のこの地に含童れる〕その残179萬町歩を高岳地籍、不毛地等林

國土に占むる面積を掲げｵし織表の通りである。業綴鶯の對象となり得ない土地とすれば'50萬町渉が現在
全國都府縣北海道の緊急開拓より更に農耕地の對象となる土地と見ることが

坐

國土纈薗積37,153,88f町22242,294町7,911,592illl.出來る。そして今の意見もこの150蔑町歩を問題2ﾆしてい
農耕地弛1“4,268,305743,384ると解したいのである。－

田2,849,6噂この15嘆町歩の林地が開拓の對象となり得るか否かに
畑2,162,074ついては現在の緊急開拓がいろいろ批判されている今日勿

林・野25,247,44019,760,4955486j945論疑鍍があり、嚴正に國民經濟的に見て有利かどうかを-1-
．．林地22,445.01917,690,8834,754,136、分稔討されなければなるまいo
原野1,902,2131,461,8234釦,390燕ってこの様な意見も見られる現在、我をﾎｨ拳技術者の
その他892,630639,501253,129・面より特に關心を持たなければならないことは國民經濟_上
牧野1,503,4911,128,459375,032必要な林鰯勿の供給と國土保安のためにはどの位の林地が
放牧地934,185711,7“222,441 級對に必要かということであらう。

､採草地569,306500,531681775それには先ず土地の利用腫分の職淀と材蕊地の立地計錘
開．拓地],294,500644,500e50,COOが必要となって來るのである。何故ならば林地が錨&改革
民有地682,450447,564234,886等により常に不安定な限り造林の振興並びに施讓詩躍の鯛
國有地244,727169,613135,114成及び立地に適合した林勢誰姉の向上力窪まれないからで
奮軍用地187,32387,400100,000あって、従って林産物の供給や國土の保変についても,、そ

－－－の目安が與えられないことになるからである。
__P－－－－

鍵林技官･林野寵指導部計霊課
、

農地と林地牧野と林業の土地利用箆分につい｡ては、こ

一（7）－
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と－、二篭の丙で後述する開拓適地選定基準及び牧野の定

蕊虐より大略の線は一應落着を見せるであらう。

林業の立地計彊とは林業と他産業の關連性及樹種、材種

（坑木、パルプ、篭柱、枕木，合板用材、大煙材等）と土

､地の組合せを考えた林業地の利用随分のことである。

先ず私は林業地の利用匿分を大別して純粋林業の對象と

なる土地と他産業に共用される林業とに麗分したい。前昔

は所謂經濟林としてそれ自燈が林業という土馳産業の本に

他産業の需要を充足すべく合理的に經醤さるべき林業地を

指し､後者はその林業地に他産業そのものの關蓮性が深く

林業の本質的經誉に制肘をうける林業地をv,う･これを共

用林とした。

後者の例として幾用林磯農林ともいう)、國立公園の

林業地、保安林､混牧林．樹藝林がこの範ちうに入ると思

われる。

今麺兄によりこれらの刺築地の面憤を概定し･て見た。

林地総計28,345,4bO町（緊急開拓地927千町歩を含む）

經濟称12,015,429〔〃〕

奥地林2,553,512 ■、

農用林4,186.010

保安林2066,0野、

國立公園904,402〈水面を除いた）

混牧林500,000

樹蕊林狸0,000（竹林110,0C0町〕

この中現在最も早急に解決を迫られ、且つ林業に影響の′

大きいのは農用林であって、これは後述す-る開拓の附幣地

買收及林地に對する使用嬢の設定等で今後増加を見込まれ

る。更に水害の塘加により営然保安林の追加は要望さ}1る

だらうし、國立公園も新たなる國立公園の設立或は厚生公

園〔準國立公園>、縣立公園の設立により増加を見るだら

う。混牧林についても畜産の振興と土地利用の高度化とい

う見地より牧野法の致正となって、これ叉林地に依存せん
としてい鳥。

次に資本の回收期間力鍾く輸出産業と關連性の深い樟､‘
うるし、.はぜ、油桐等の特用樹種の輸産に伴う樹藝林地の
増加も考えられるであらう。・

これら共用林地の設定が､農地弼整法、自作農特別措置

法、牧野法改正、國立公園法の改正等により発行されるも

のと．散れば經濟雛也が現在より相営に縮少されることは徴
然溌想されるで途らう。

叉經濟林地についても坑木林、パルプ用材林、枕木用材

林、大僅用材林等立地と樹種、材種とを組合せた立地計懸
も老へられるのではなからうか。

ここに我盈は産業立地の観謡に立った林業地の立地計謹

の早急なる設定を計からなければならないと老へるのであ

－《8

る。そして最少の二E地で最大の牧穫を上るべき施業方法は

勿論のこと、今迄閑却されていた共用林に對する持殊な施

業方法も考究されなければならない。

これら技術方面の向上と同時にも立地計溌に基礎をおい

た林地を最も有效に活用せしめ得る新らしい時代感覺を持

った林業對策が準備されるべきだと思うのである。

以上は土地利用厘分の確定及林業の立地計遜の早急なる

確立という課題を提唱したのであるが、本題にかえって當

面の農地改革鋤鰐の諸問題につきいささか冗長に過ぎる
かも知!'Lないが解説を加えたv,と思う。

農地改革の目的とするところは我國に自由且つ民主的蔵

篝會を創設するための先決條件として我國の封建的土地灰有

制度を溌止し公平且つ民主的基盤によ．る漫地となるべき土

地の再配分を妨げる献曾的謹濟的障害を排除する貝とにあ
ると定愛されよう。

即ち農地の謝發により小作地を自体地にするとともに未

墾地の開放により耕作面殻を擬充して安定農家の創設を園
、

り且つ現下最も必要としている食湿増産を岡らんとするの

にある。
ー

前者は単に農地の配分であるから剃錐との關蓮性が少い

わけであるが(牧野については多少關連あり〕後者は林地

を未墾地という名のもとに買收され又林地に使用權が設定

される馳關連性が深いけわである。

依ってこの問題を開拓，同附帯地、牧野、林地の使用權

の設定と四つに分けて述べて見よう、

開拓土地利用の高度化より見た場合、賛本の回牧の

長期に亘る林業は一應農業より低位にあると言はれてい

る。

然しこの問題は農業の場合、自己の勢働力を正當に原償

計算して嚴格なる土地期望償を求めた場合､気温，標高、

傾斜､土性､及その時代の經濟事憶により自ら限度がある
べきであって、この面に對する林業面より納得せしめ得る

理論がなされていないことは遺耀であるが、この面に對す

る一腰の基準が材諜技術者も参加し宝作られた後述する適

地選定基準と見たい。

林野開拓〔増反の場合を含む〕の根擦となる法律は自作

鍵創設特別措置法第三○條でこの蕊鮎を抜紫して見ると次
の如くである。

政府は自作農を創設し又は土地の農業上の利用を増進す

るため必要があるときは左に掲げるものを買牧すること

ができる

Gう農地及び放野以外の土地で農地の開發に供しよう
．とするもの

〔二〕政府の所有に厨する土地で澤也の開發に供しよう

とするものに關する所有嬢及婚保權以外の瀧利

〕－
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（三〕第一號叉は前競の土地附近の鎚世叉は牧野で営該

土地と併せて開發するのを相當とするもの．

（八）第一競及第三號の土地を除く外農地の開發上必要

な土地

〔一）（二〉により林地は農耕適地である限り國有、民

有を間はず幼齢人工造林地であらうと優良遥林地であらう

と開拓の對象になるわけである°これは胤錐家に取っては
重大關心事である。従って農診樋地の綴の引き方では可な

りな林地迄鐵象となり得ることは想像される。開拓の當初

に於てはこの行き過ぎがあった。未墾地の買收の決定潅は

農地委員溥にあるのである｡この構成員は殆んどが農民厨
の代表者である。従って一方的な買收の行き過ぎが行蝿も

ることは推測に難くないし、そのため農地委員曾と森林所

有者との間に相當なトラブル力趨つたのは事蜜である。
この行き過ぎを是正せんとして昭和二-I三年九月より農

地委員會の諮問機關である開拓委員會(二十四年五月三十

一日以後開拓審議曾となった）に内地では一團地の面積一

町歩,北海道では四○町渉以上は開拓適地調査部､同以下

は未墾地買收選定地審査曾が開拓適地選定にあたることと

なったのである。

この構成員は開拓關係官、林業關係官及第三者的な立場

にある官吏であってこの未墾地の買吹の適正を期さんとし

て出發したシ
然しこの場合にあってもどの線を以って適地とするかの

疑装は依然残るわけでその解決す露言がか”調和二十四

年一月十八日附を以って次官通達された!~開拓適地選定基

準」なのである。この迩定離準の詳しいことは本文を見て‘

歎くこととし大略のことを記すると、氣温に於ては五月か

ら九月迄の月zF均氣温が鰯氏13度以上であること、但し

北海道その他主畜經誉が行われるところでは月2F均氣温が

攝氏'0度以上の日が四ケ月以上あるぺぎこと。，
標高に於ては白の氣温に關する基準を滿足させる氣温で

あること。

土地に於ては傾斜土層の厚さ、土性、礫の四つの要素

を夫友更に四つの級に分け土地の級付をなし、四つの要素

の中一番劣った級にある要素の級を以てその土地の一般的

な級として土地の絡付をし四級地を以って開拓不適地とし
~Eいるo

優良篭林地､幼齢造林地の除外については相當な努力が

挑識化た稼であるが開揃に支障のない限り可及的に延期す

るとの線迄後退を餘儀なくされ保安林、特殊優良林につい

てのみは特別調査の結果除外することとなった。

以上の基準を嚴格にあてはめた場合､東北､北海道の林地

は更に辰範園に對象となることを想像されるし､凹國､九州

地方に於ては溌走而俄より減少することになるであらう。

然しこの選定基準も基準の墜更、例外の容認力認め．られ
－（

ている以上調*所有者漣〕不安は大きい。現に徳島高知、

山梨､禰岡の諸縣に於ては傾斜30度迄の基準掌更申請が
準備されている様に聞いている（選定基準は傾斜土5度迄

を開拓適地としているの．

附帯地附帯地とは未墾地の買收に伴い農家錘誉に必要

な自家用薪炭林、採草地、放牧地等のことで、自作農創設

特別措置法によりこれらの土地或は成るべき土地を未墾地

と共に買上、入植毒に蜜渡すのである6．

即ち入植者は薪溌林、採草地､放牧塊を開拓地に附随し

て所有出來るのである。

この法的根撤は前掲の第三十條第－．項の八であるが、薪

炭林､採草趣､放牧地が未墾地の開發上必要な土地の範ち
うに入るか否かについては法律的解鴎に於ても疑問とする

ところであり、これを押し廣めれぱ山林改革とも見られる

のである。

事實附帯地と稲して不釣合な林地が買收された事例も可

なり見受けられる。

従ってこの面穣の決め方につ1‘‘ては、いろいろ論がある

ところでその地方の農業經誉形態と鉦存農家の附帯地所有

面積を勘案して決定することになっているが、一應の基準

は農耕地の内地に於ては三割北海道は五割となってい

る。

、この基準では自家用薪炭､採草、放牧の三者を需要だけ
浦たすことは出來ないから今後とも農用林の問題として研

究課題である。

牧野牧野も幾地の一環として自作農創設特別措置法第

四十朧の二により貿牧される。

即ち一定面積以上〔都這府縣により異る〕の牧野所有は

制限され、超過部分は政府に買收されて、夫為使用者に喪

渡されるのである。

ここに云う牧野とは秘枚地､並に採騨也(農業用を含む）

をいうことになっている。

この場合牧野なる現状がはっきりしている場合には問題

はないが寶際の牧野並に林地にはこの雨者の厘分に明白を‐

鉄くものが多い。したがって牧野買收を蜜施する上にこの

牧野の定義を明碓にする必要が起った。
牧野の定義については二十四年一月二十一日附を以って

次官通達されたが，その要旨は林木育生を主たる目的とし

ている土地は放牧、採草の事實があっても林地である。

林木育生を主たる目的としているか否か明らかでない場

・合も樹冠の疎密麦3.3以上の土地は一般的に言って林地で

あるが、この場合家畜の集團が年間120日以上放牧され又
年間反営乾草にして30質以上の探草の事資があるときは

牧野とする。

但しこの場合の面積は家畜一頭鴬りの所有面積3町歩以

下（土地氣象の劣っている時では最高6町歩迄止むを得な
9〕一

、
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い〕と族っている｡採草地にあっては飼料用に供する場合

は家畜の舍飼期間に必要な所要量を乘じ反當擬草鍾乾草に
苧

して30賞で割ったものとしている。

國有林丙に於ても営然この定義は適用され,〔畜産共用林
馬産限定地)採草地等に近い中に所闘替することになるで
あらう。

民有林に於て亦この定義の解騨或は運用の方法によって

所凌に粉箏があるが､特に問題のあるのは北海道の根釧原

晦、日高地方窓ある。牧野は土地の利用形態より見て林業
〆

より更らに低位にあると見られているが、放牧、採草は或

る時間的ズレ即ち禁牧期間或は探草禁鰹阻間を設け得れば
林業との雨立も可能であるQ従って土地利用の高度化より

見てこの面に於ける特殊な施業方法即ち混牧林施業計蟹の

研究が再像討されてもよいのではなからうか。

穂地に對する使用擢の設定との問題については未だ除

り知られていない厳であるがこれが根撮となる法律は農地
調整法第十四條である。

現在迄におけるこの際文の鯛蕊及蓮甫についての大約を
示せば次の邇りである｡

この條丈の目的とするところは一には使用收盆につき慣

行の拳る薪炭林につき今迄?使用契約をはっきり認めてや
らうということであり、二には今迄の慣行のあるなしにか

かわらず林地に對し落枝､枝條､落葉の探取及探草､放牧一

難を安定農家の創設という線から認めようというのが根本
趣旨である。、

この場合いづれも自家用に限られること、そこで我々 林

業者の立場より注意しなければならぬことは薪溌休につい

ては自家用の意蕊を農産加工の面まで及ぼさぬことと．薪

炭樹採取及放牧､探草を一方的な農地委員會の決定にのみ

寵かせることなく林業家の意見も取り入れ林業えの影響を

十分考慮して地厘間並に利用者間の認整を圖って行く嫌指

導すべきことである。

この問題は運用の方法によってば影響するところ頗る犬

であるが，林業各般の意向を十分盛り込んで運誉する時に
は農業と林業の調整を期Lつつ雨立することも可能である
と思われる。従って早期に於て見られた開痢こ關する行琶

過ぎを再び繰り返すことのない様大方の注意を喚起した

い。(1949･7.1)
ノー一一一

北海道大學教授･林學溥士中島巌吉著．

改討樹幹析解蕊2詔間
新刊森林經理學新講施業組織論.
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樹藝研究會（1）

まえがき

樹蕊とも『う言卿琳學の人盈によって一般に使われはじ
めてから、すでにかなりの年が過ぎたbその言葉の持つ意

義は完至にほ統一されてはいないようであるが､(しかもな

お､かなり共通なものを含んで理解されている!その分野
に働く研究者の數もまた決して少<はない。

このような、いわゆる樹蕊への、殆んど流行とさえ見え

る關心は、何によって引き起され、何によって支えられて

いるのだろうか？・

我々はそれを明らかにつかみたい｡そしてその線に暇っ

て、脇道に踏み込むことなく、研究の能率をたかめて行き

たいo

こ.のiうな考で､昭和'7年に始め.られ､その後中絶して
いた樹蕊研究會を復活する意味も兼ねて、我々はこのたび

互に話し合い、批判し合い、力をあわせる集り、樹藝研究

會を持つこととした。

會は、樹藝およびそれに關聯する分野の靭暁者、または

樹謹産業の關係者で現髄に活働中のもので組織し、會長に

中村賢太郎教授を推す古その目的とするところは､"樹藝生

産の進歩をはかり、かつそれが日本の産業および國民生活

に對して持っている意義を發陣す奇爲に必要な研究の方向
及方法を討議し、かつその賓現をほかる〃ことにある。

3月26日に先ず東京附近にいる有志だけで集って準鮒會

を開き、目黒の試識場造林部丙に事務所を置くこと、會の

目的にかんがみ､會員をふやす努力は行わないが、種極的

に参加される方は職迎するなどの方針が定められた。

今後、この會合に於ては，曾の目的に沿った各種の問題

につ1錠眞剥な討議を行い、差の結果はこれを公表して一
般の批判をあおぎたいと思う。その第1回として，-ここに

このたび討議された〃樹蕊〃の意義について、その論議の

あらましを書いて見る。（戸田むる狗

樹蕊をどう考えるか

樹蕊とはなにか？まえがきにも記したとうり、動Lは

むずかしい問題である。人糞のいう樹蕊の意味には、かな

りの喰違いがある。

．しかし、どんなものを指して樹藝､或は樹蕊卿業と呼ぶ

か、といえば、それは割合にはっきりしている。例えば、

アプラギリ．、ハゼ、ウルシ、､コウゾ、ミツマタ等．一殻に

特用職癒といわれるものの栽培がそれである。すなわち、

-=K10)-
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れば、アプラギリの育種にたずさわりながらも、その生産

をあげる事には無關心であることも、場合によって起り得

るであろう。それほど極端垂なくとも、育種の目標を収量

に置くか､晶質に置くか､或はまた耐病､耐寒等の生理的

な色盈の性質に置くか厳どということも、この立場からは

決定できず、またその必要もないのである。

一般林業にまで及ぼすというのも、筋道が逆なのではな

詞､かろうか？ある産業に用いられる技術は、その産業自韻

がそれを規定する。もしアブラギリでの研究により、直ち
にそｵしがスギ・ヒノキにまで及ぼせるものならば、果樹で

得られた結果もまた直ちに一般林木に應用し得る筈であ
る｡う-なわち、果樹は草木富りの侭格生産がたがいから集

約な技術を適用することができ、これに對し林木はその侭
､脇生産が低L､から、森林は粗放な自然状態に鶴らねぱなら
.ない刀である。従って、一般枕業のわくの中で、如何にし

てその技術をたかめて行くかにこそ、鑑林學はその目を向
耽るべきである(")o抽象的な樹木綾培の研究は、その
､高度に發達した部門、例えば果樹園蕊には貢職ﾘー るであら
うが．そ②割には林學をうるおさない毛あろう。
我点の當面の問題である、〃樹蕊とはなにか〃について
も、この線に沿って考えねばならない。すなはち、林業と
いう土地生達業の上に立つ應用科學である林學にたずさわ
る我六は、その一部門樹塞學を、特用樹種の培栽業である
樹蕊林業を研究する學問として理解すぺきである。、
特用樹種というとややあい章､徒ある。しかし、それは
鑑の樹藝林業の持つあいまいさであって、我盈の側から
はどうにもならな､;。そしてまた、これは時代と共に菱る
のである。我盆は、現在および近い將來に於て、特用樹穏
と一般に認められるものを取上げて行けばよいのである。
‐；きたわち〃樹蕊林業とは､'特用木材および木材以外の特
用林産物の生産を主目的とする林業をいい、これを對象と
する科學を樹藝學という〃.といふことができようo(")

（註）
1．まえがきに述ぺるような經過で雲足した｡現在會員は
東大､林試､林野局､寡彊局、農教に合計17名を数え
ている。、

2．樹蕊學講義ノート、昭21年、於東大農學部、郷正士氏
筆記による。
3．樹蕊ということばは〃樹をうえる〃という程の意味で
昔から使われていた｡東大農學部で昭和16年に樹雲學
の講義が卿則れたのが､現在の意味に使われた始めで
．あり、種極的にその賓現に努力された三浦博士の説と
して上の定義が佐藤博士によって引用されて居る。樹
蕊學講義ノード､昭'6年､於東大農學部､金澤林助氏
・錐記による。

4．このことは、精密な研究が迩休ではできないというの
ではない。反對に、何らかの方法を見出して研究を徽
験室'二持込まない限り、造林技術の進歩は望めないで
あろう。しｶﾂし、その方法はあく葦で對象を一般林業
に置く立場で行汚れねばならず、またその結果が技術
として適用されるには､林業の瑛陵によって制約を受
けるのである｡

これ蓑で、農業のわくの外膜置かれ、しかも一段林業とか

なり違った取扱いが必要な一部の樹木栽培業､すなわち、

林業と、果樹園藝を含む厳い意味の農業の中間分野を意味
することには、殆んど異誤がないようである。ここに職嬢

材藻を、非木榊鐸として考える佐藤敬二鯉士(註2）の立

場が出て來る。

しかしこれで問題は解決しただろうか？アブラギリ等

が樹藝林業定ある.ことは疑いないが、それではキリはどう

であろう？キリの栽培はまさに材の生産を目的とするも
のではあるが､栽培法の面でみれば、一般林業と侭いちじ

るし<異り、むしろ他の特用樹種に遜い。また、マツヤニ

は特用林産物として重要なものであり、收入の種溺勤ら言つ

も、ざマツ材としてよりもヤニとLての收入の方が上廻るこ

とすらあるが、少くども今の段階ではマツ林の副産物であ

り、一般林業として扱われるのがおだやかだろう。その逆
ち場合としてはﾀﾝﾆﾝｱｶｼﾔがある｡樹皮よりも材を
炭に焼く方の收入が多いとしても、現在ではまだ一般には

タンニン原料として考えられている。

｛この』ざ､うIこ、一般林業との境目淡はっきりしないことか

ら,樹藝を、そこに適用される技術の面で捉えようとする
立場が生れる。すなわち、この言葉の生みの親である三浦

伊八郎博士IM3)の､燗木栽培の研究であり、從來の造林
學に比して更に技術的人爲的である〃という考え方がそれ

であり､"將來更に主要林木に童でこの技術を及ぼすぺきも
の〃として理解されるのもまた當然である。

しかし、この立場に立つならば、例えばアブラギリ等の

栽培業は、そのような技術〃樹藝"が現資に行われる筈の
〃場"としてしか認められて居らず､樹塞或健樹藝學は現
渡の産業から浮当った観念的なものに絶ってしまぅ危瞼が
見られるo

このよ＊な考え方が成立する基礎には、もう-曇つ他の原
因が考えられる。即ち、ややもすると行詰りの感じを抱か
せる造林學研究の一つの活路として考えられていることで
ある。

従来の蓬林學研究の重艶が天然更新に置かれ、またその
他の問題にして塔簡単腱資験室内へこれを持ち込めない事
情がある爲に、やや行詰りの感登與えていることは否定で
きない。この行詰りを打開する爲に、例えば既に農學で著
しい成功を收めた品種改良という技術が注目され、これを

称學に導入する手段として、結果が早く出る特用樹種が先
、ずその材料として取上げられたのであろう。
しかし、このような態度は反省されねばならない。この

ように理解された樹蕊には麺もはや林業との直接の關聯は
失われ、一般的な栽堵墨の内、樹木を對象とするものでし
かなくなる。もう少し其織勺に掴そして極端ないい方をす．
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松樹害虫駆除豫防條例
の施行について
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松樹害虫躯除溌防條例

松樹害虫躯除溌防規則

、

1．はしがき

森林に對する松樹害虫蕊除撫防については、昭和23年

5月、京都府規則第36雛｢松樹害虫駆除磯防規則(1)｣に
よって、森林に松樹害虫が發生し叉は發生したと認めたと

きは､森林所有者叉は立木所有者に厘幽型進塁鍵瞳を
穀務づけた反面､此の規則の裏打としだ、昭和23年5月、

京都府告示第348號r松樹害虫駆除識防補助要綱」によっ

て、“害虫焼却のためにする被害掻樹のはく皮及び焼却竝

びに枝條の集穣及び饒却の事業を施行した森林組合（森林

組合未設立の町村にありてほ町村〕に經費の5割以丙の補
助金を交付する，’こととして事業の促進を闘って來たので

あるが近時此の害虫は公園､戯寺境尉､琴也｡庭園等の森

林法適用外(2)に生立する高齢殻欝を”に被害を擬大し
叉は鑪大せんとする趨勢にある。

京都の特殊性からして、この法的室白地瞳についてもそ

の躍除溌防を立木所有者に義務づけて、松樹害虫の蔓延を

防止すると共に一氣呵成にこれが鋤を圖るために｢松樹
害虫駆除識防條例」を施行することとした。

このささやかな條例が世に生れ出るに醤って、連合軍の

管理下にある冷巌な現寶と新しい憲法の下における行政法鯉EE慶姦勇塗瞳空寵皇迩込一一一一一一～ ～一一一夕 一二一一一

塑騨諸股の困難な課題のために､京大須貝教授(行政
法)､同長演教授（行政學)､同志斌大田畑教授(憲法)．阪大

京都脇*務課．山本安秋

森教授（政治學〕の諸先生方及び林野腫、地方自治歴、法

務府係官の多大の御指導と積極的な御支援を賜ったことに

ついて、深甚の謝意を表ずる次第である。

（註）12琳野第1,586號“､2.6林野局長官→知事〕

〃松樹害虫躍除豫防に開する都道府縣規則公

布について〃で準則を示されたのでその趣旨に

從ひ、森林法第79條､第80條､第81條に基
いて府規則を制定、害虫として、1.キクイムシ
科に闇する害虫、2.ゾウムシ科に鴎する害虫、

召.カミキリムシ科に闇する害虫を指定した｡

（註）2森林法第7條公園、斌寺境内及命令チ以テ定ム
ル土地二付テハ本法チ適用セス、但シ命令ニ別

段ノ規定アル1､キハ此ノ限二在ラス

森林法施行規則第1條國立公園及農林大臣ノ

指定幕ル公園ハ森林法第7條ノ公園ヨリ之ヲ除

〃農林大臣前項ノ指定ラ爲シタルトキへ之ヲ告

示ス，
ノ

2．京都府下に於け高松樹害虫の沿革と現況

A.森林法に云ふ森林の場合

京都府下に於ける松樹害虫の沿革は、昭和16年に、南

桑田郡旭村の山林（1）に發生したのが噴矢であって、當時

林業試験場係官の賞査の結果、穿孔虫類の如害に因って枯

死じたことが確認されたので､被害木は雄に伐倒､剥皮、
焼却の腿置を講じた。

時，恰も隣接兵庫縣下において億瀬戸丙海に面した乾燥
地帯に､松樹害虫が椙扱を極めてゐた折柄､府としても、

萬一の場合を慮って細心の浅意を郷って、其の後の成り行

きを見守っていたのであったが、同地厘近邊においては何

等の徴候も表われなかったので松樹害虫は経隠したのでは

ないかと思ってゐたところ、翌、昭和17年頃から舞穂市

方面(2)で老衰木の立枯が散見せられるとの情報があった

が、別段目立つ程のこともなかった。昭和23年に入って

からは、恰度溌原の火の巖な速度で混溺林であると一濟林

であそだを間はず､被害腫域を擴大紛剰さへ牡齢林も集團

的に加害せられてゐるという注目すべき現象を呈して來た

ので､此の状態で進行すれば､府林業の主鎧をなす松林(4)

の全滅を招来しないとも限らないので､睦懇域を三定＠
塑睦皇墜鑓ま皇這聖堕塗空室肇童圖互迄塗､遡訓蠅墾
の2紬に璽織をおいて畿鏡を講じた結果幅)、昭和23年度

‐ －〈狸〕－

心
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たので，森林に對する穣樹害虫寵陰選防を推進ずる上に多

大の障害とな・b､現逃すことが出來なくなったので、森林
わ

に對する防除の一環として指導奨勵の面において弧力に進

めて来たのであるがも風致木としての主観豹侭値が餘りに

も大きい等諸般の隆路が遡って、笛吹けども踊らずでその

成績は必ずしも良好でなかった｡

然るに最近の模儀から判断するに、此の法的空白地歴が

松樹害虫の温床となってゐるばかりでなく，との場所に生
文する高齢松樹は職園害虫發生の先駆をなす傾向にあ

る(i)｡

これを要するにこの地域の松樹は戦時中の手入不足のと

ころへ､松毛虫が一ジ〈的勵曙し､樹勢衰退したも雛、
松樹害虫が腱入して桔死せしめてゐるのが現状である。

（註）1，名勝天僑立も6）餘本の被害木を虚置した。現
在府下で最少2,060石の被害があると推定せら
れる．京都市丙においても、二條城京都御
所，平安脚宮桂離宮其他公園、献寺、個人庭
園等松樹のあるところ、必ず松樹害虫が員入し
・てゐると云っても過言ではない。

か
む

3．柵封害虫駆除撒防條例立案の經過

前述した襟に,森林法適用外地に生立する樹木に對する
松樹害虫の被害は溌想外に深刻であり、その特性かぢして

これが防除の徹底を期することは焦眉の急務であるので、

本府においては昨年以來､私樹害虫防除に關する、「単行

糊の施行を要望して來たのであるが､未だに見透もつか
ない模擬にあるのと、本年5月本狩之會議員が河山縣の赤

､盤地方及び後樂園の激害地を観察して、其の被害の餘り､に

も悲惨な状況を目躍したので、木府としても被害の初期の

間に御ﾐ以.上の狼力な虚置を施し、萬難を排して、松樹害

虫の防除を行はなげ江ぱ、岡山の轍をふむことは火を見る

よりも明かであり、日暮れて道還しにならない中に適切な

對策を講じて、京都風景の中心を構成する、名勝(所)蕾蹟

地の松樹を保護しなけれぼ、國際的観光都市と尋して、文化

の香り高い京都市の復興も亦‘謹花一朝の夢”となり、悔

を千載に残すことになるのは自明の理であるとの結論から

この際例が、よし軍行法施行に到るまでの蒋定的なもので
あり、其の及び得る權能1号限界があっても、松樹害虫防除

末において橘損松樹健一臆森林から影を浅する程度に童で

成績をあげたのであるが(6)､本年度に入ってからも依然衰

えず、逆に微温的ではあるが被害麗域を擬犬（殆ど府下一

圓）しつつある傾向にある(7)o

（註）1赤松70年生の純林被害面積2反歩本數40本
。石倣28石。

2舞館市方面の松樹害虫は南桑田郡旭村に發生し
たものと直接關係はない、戦時中海軍用材とし
て移入した素材に附蒲して他府縣から侵入して

來たものが土場最寄の4林に侵入したものと思
われる。種類は,マツノ学クイ､キイ戸コキクイ

、シラホシゾウムシ、シラ添シギボシゾウムシ

等が主なものである‘。

3昭和23年4月調査では舞鶴市及び天I喬立を中

心とした丹欝他方が最も激甚であって、擁害厘

域面積2,066町歩、披害本数52‘229本、材積
83,413石であった。

4京都府林野面積は大約33?,000町歩であって、

松林は約35％、120,000町歩と推定される，

5（イ）桝勧害虫防除對策撲構

(鍵幾)<麓蹴癖，榊含錐繊。
市､地方事務所長に溌算を配賦叉は令達する。

〔戸)啓蒙宣傳

（3）映霊會の開催、ポスター、パンフレット、

リーフレツー1､、新聞、ラヂオ、其の他報道機調

を利用した｡．

(b)昭和23年7月、同年9月、昭和24年2月

の3回に豆り、松樹害虫防除月間蓮助を實施し

た込

〆ハ)其の他

“）虫害水魔理承諾雷を知事に提出せしめた。
即ち被害木所在地・被害の概況、被害木虚理期

限を明示して期限丙に庭理不武行の場合ば、所
有縦を放棄したものと．して、森林組合叉は市町
村において慮理せらる上も異存なき旨も誓約せ
しめた，

(b)被害木については木材引収税<石常り、22
①

・圓30銭）を免除した｡、

（6）昭和23年度蜜磁は賞行湛域面績2,939町

、22，本戯81,386本､､材積137,215滴，補助金
・7,546,250圓，巣箱600ケ，補助金31,500圓。

＝

1

縦鑑繍懲栄蝋蝋駕綿議助を資力的に行ひ得る麓的手段の確立を自主的に識じなげれ
、金を交付した。 ぱならないとう-る渥い輿論が喚起されて來たのである。

（7）昭和24年4月今同年6月，以上の經諒と客観的情勢の下に在って全國に先がけて、
駆除面積426町歩、石敷12,441石どの條例の立案に着手し、府議會に提案の準備を進めたo
未願除面積4"1町歩、石敷6,267石再斐に亘る經濟委員會の識を經て總務委員曾に提案、賦重

B.森林法適用外地の場合審議の結果膵案霞行}こ営つては防除督勵員を設置する等
公園､繭t寺境丙.墓地､庭園等の特種地域に於ける稜樹適確な虚置によって､其の完蕊を圖ること」の附帯決譲の
害虫の被害は，森林被害と併行して、盆'z職甚になって來上全會一致可決、去る6月30日の府議會において可決確

．－〈13）一
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山 木：松樹害虫願除熱防條例
－

定、絃庭木案成立を見たのである。′

更に7月8日附醤以って京都府條例第4'錨として公布
く別紙参照)、即日施行せられるに到った。

4．掻樹害虫躯除防豫防條例の内容及び趣旨
Q

A,松樹害虫騨除溌防條例の内容

この際例は森林法に基づく、府規則と唇歯輔車の關係に

あるので.其の丙容においても府規則と歩調を合せる様に

努力したのであるが公園献寺境丙墓地庭園等は各糞

特種な斌會的公盆と意義があるので森林と同一に取扱ふこ

とに陸安営しない識もあるので,其の表現の方法において

若稲相達を生じたことはやむ蝿なかった｡然しながら
維局の目的とするところは、條例も規則も等しく松樹害虫

の絶滅にあることは説明を要する笈でもないo

この條例の滕文は6條から成り、－讃了解せらるる簡軍

なものであるが,條例の意岡する重鮎を摘記すれば、．

．“〕､條例第8條は「．．…･その立木》甫者は遅滞なくその

旨を別記鯨により知事に届け出なければならない｡｣と規

程してゐるが、所有擢者が遠隔の地にある等の場合は直ち

に届け出が出來ない。かかる場合は賞際上管理人等が設け

られてゐるとは思うが管理人等は財産の虚分權は繩きされ

てゐないから事態が發生した場合管理人等と所有雛者との

連絡のため時日を要するために早期羅除が出来ないという

ようなことがあってはならないので灘め連絡了解を得させ

ておくことが必要である｡筒此の届書は地元市町村長を認
由するよう指導してゐる(1)Q

(b)､條例第5際は行政代執行が(2)できる旨認壱した。

事業完詮上演力行使の根摸となる規定であるが、この鋸

定は發動されないこ.とが望ましいものであって、この迩誉

に髄ってば努めて自發的に虚理させるよう指導してゐる。

（｡)條例第6條は被害衆から生産された松の用材,謬談
材の移動禁止である。規則では同第5條の規定で「指定害・

虫の被害地麗丙にある松の用材、薪炭材の皮付移動禁止」

であるが噂'この條文は松樹害虫防除の一環として醤然行は
二

一一

行法の例による」とした。

B.松樹害虫鰯除漁防條例の趣旨

松樹害虫躍除溌防朧例は松樹害虫防除の機能を果すべき

手段を規定したものであることは勿論であるが、更にこの

條例が懸案α陣行法」制定への促進割ともなり、かてて

加えてこの條例の施行に到る過程において掻樹害虫防除が

一暦推進されるであろう意圖を持ってゐる。

次にこの條例の根擦、或いは條例制定に営って問題とな

った黙、叉は特徴等について解読を試みておく。

“この條例の根磯は､地方自治法､第2條第2項後段

の「その湛域丙に於けるその他の行政事務で國の事務に嵐

しないものを虚理する｡｣及び同法第14條第2項。

(b)この條例は財産鵬の侵害になりはしないかといふこ

と。松樹害虫の被害氷は放置すれぽその松樹は遂に橘死す，
ることは賓證的に明かであるばかりでなく，害虫はそこを

撞黙として健全木を喰害する。従ってこの條例は肚禽の損

審を防ぐために個人の財産に制限を加へる｡行政注上警察
制限であるから財壷權の侵害にはならない.，

(c)この際例は財産の損失に對して補償をしなければな

らないかどうか。

憲法第29條によって、公用制限の場合は営然補償しな

ければならないがこの場合は公用制限(鋤的な禰利のた

めに個人の財産に制限を加へる〕と云ふので健なく<b,で

述べた邇り有害なものを羅除するのであるから立木所有者

としても當然忍ばなければならなv,義務である｡

從って此の場合補償はいらない(1)o

筒條例第4條において被筈の鯉微なときの虚置として救

濟的規定を入れた。これは掻樹に對する特定の主捌的償値、
を認めた詰果の虚霞である"o

(d)､この條例は罰則を持たない。

鍍務の履行を確蜜にするためには普邇罰則が規定されな

ければならないと老へられまた地方自治注第14條第5項

において條例に刑罰を課する、溌力的作用を菅み得る規定

があるが、本件はいたずらな罰則によって犯人を出すのが。

なければならない必要事項を規定したのであ為が銅*法の目的でないのであって立木所有者が愛郷の眞心を以って雷
建前と規則の性質からして､疑義の廉もあったので。この虫の絶減を期することに鐇局の目的を有するのであるから

罰則を規定しなかった(3):、･條例では其の雛について明確にした。

（註》1.地方自雛第148朧．（註)1，警察制限の場合における捕徽の問題は"立法政
策〃上の問題であつ．亡、原則として補償の必要

2，行政代執行法“23,5,5法律第43鋤）の龍二
はない。例ｸ燭に補償を規定したものに、家畜

條には法律（法律の委任に基く命令、規則及び 陣染識防法､潰防法等がある。
條例を含む。以下同じ)…･･･とあるので「地方
自治の本旨」に基いて普通地方公共團燈が定立 2、この條例適用地の掻樹害虫防除については科學

ずる自治法規に國家法が入り込むことほ、自主 的措置において實敷を收めていることが二條城

・立法雛を阻害すると云ふ説と我國の現状からし 等の儀績におL〈て顯著で湯る･

て支障なしと云ふ説とがあったが、結局支障な3、長野士郎「條例の限界について｣も條例の性質
し職務脚との見解に達したので｢行政代執（罰刑法定主義と條例）

。－<14.)一二－
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5．なすび

松樹蕎虫躯除識防條例は憲法に基づく地方自治磯の保障

の下に地方自治法によって定立せ射したのであるが、勿論

普邇地方公共團燈の自主法であるからその潅能の及び得る

四、その他知事の指定する害虫

第三條前際の種類に儲する害虫（以下指定害虫畠､ふ|c)
が立木に發生し、叉は發生のおそれあると認められると

・きほ園その立木所有者は、遅滞なくその旨別記儀式によ
り、知事に届けなければならない。

第四條立木に指定害虫が霊生し、叉は發生するおそれが
あると認められるときは、その立木所存昔は次の各魏に

漉園にも自ら限界がある(x)｡然るに秘樹害虫の郵兄は餘り
よ6羅除測坊しなければならない。

にも深刻且つ、森林火災にも匹敵する程普遍性があり殆ん
一、被害の挫大なとき

ど全國一圓に傳柵してゐる。即ち松樹害虫法は松樹を撰黙 ‘被害水は、伐倒してはく皮の上、樹皮、枝條及び害虫

として發生し､睡曾に害毒を流し､ひいては雌方公共のを集珍て焼却し､叉は二-I-日以上永中に浸漬して害虫
秩序・輻証」を阻害するに到る一種の災害である。、を完全に死滅させること。‐

根株は、地下一尺まではく皮の上,樹皮及び害虫を集
以上の見地からこの行政事務の麗理については、最早や

めて焼却すること。

條例で虚理すべきではなく、國家事務として、國家統治鯉‘二、被害の鯉微力.とき
の作用の發動により慮理すべき段階にあると思料するし亦被害枝條はただちに伐り落して澆却することQ

そうあるべきだと思う。、、その他薬剤等による適切な虚置を講じること。
、法律がその時代における批曾勝勢の所産であり、生成發第五際立木所有者が前條の規定による緊除溌防を行はな

いときは、知事が自ら行うことができる。
展する時代の進運に應たてこそ意蕊あることは侃漁､の事賓 前項の駆除溌防の費用は、立木所有者の負撚とし、その

である。‐徴收については行政代執行法の例によ窪、

由来森林被害は雪害，風水害､虫害､火災等多種多穰で第六際指定害虫の被害をうけた掻の用材及び薪炭材は、
皮付のま霞他え移動してはならない。但し、知事の許可

ある｡就中代表的なものは森林火災であるが、この損害に
を受けた場合はこの限りでない。

ついては國螢元受保鰄1度と民誉保瞼制度によって損害填
〔附則以下Iゆ

・補の道は拓けてゐる。
松樹害虫騒除溌防規則（京都府規則第三I-六號）′

然るに訟樹害虫に因る損害については｢蕊除を行った場第一條此の規則により害虫として躍除溌防すべきものの
合に一定限度の補助金」が交付せらるるだけで別段救濟の 種類は左に揚げるものとする。

方法はない。‐､､キ"イムシ科に廟する害虫
森休火災國醤保瞼制度が前記各種の災害を総保とする名 二、ゾウ塁シ科に鴎する害虫
蜜共に兼ね備えた森林保険制度となって飛躍的な擬充張化 三、力'ミキリム.ｼ科に鴎する害虫
と發展をせらるることは業界多皐の要望である。松樹害虫 四、その他知事の指定する害虫

辮鰯騨露愚篝駕羅瀧舞蕊二篠前騰の繍類に雛る害虫似下續定書虫という〕が森林に發生し叉は發生したと認められるときば、その

かれて、森林保途の狼化に件ふ愛林思想や遊休意慾が一段．森林の所有者叉は立木所有者は遅滞なくその旨を別記嫌
と昂揚されて剃諜撮興が一層前進せらるる日の早からんこ 式によりその森林の所在地を管轄する市町村長を經由し
‐とを切望しつつ、この禿筆を柵･く次第であるが、･上述した、・ても知事に届け出でなければならない。
鎌な林業施設が異禮化さｵLないかぎりは｢.林業復興」も口，
頭輝であり、林政は筒腋明け前」と云ふも過言ではある第三條銅*に指定害虫が發生し、叉は發生したと認められるときは、その森隊の所有者又は立木所有者は、ただ
まいo(1949.8) ちに左Q方法によりこれを雛除溌防しなければならない

（註)’､長野士郎「條俄ゆ限界について｣･3．條例制走潅一‘被害木は、伐倒してはく皮の上樹皮枝條及び害虫を
とその限界「條例の限界といふことは、とりも 集めて焼却し又ほ二十日以上水中に浸漬して、害虫を
なおさず､地方自治腿の限界ということにつな 完全に死滅させること。

藤;製瀧欝吟撫唱潔禦二､根株健地下一尺震で臆《度の上樹皮及び書虫毒めて、焼却才ること。．
あろう」 第四朧森林所有者叉は立木所有者が前條の規定によ.る駆

除溌坊を行はないときは知事は自喧これを行い、又ほ知
（附ツ松樹害虫豫防條例〔京都府條例第四十一鋭） 事の適當と認める者に命じてこれを行わせることがある
第一條公園、社寺境丙、塞也、庭園等森林法適用外の土 前項の羅除溌坊の費用は、森林所有者叉は立木所有者の
地に生立する立木に對する松樹害虫羅除豫防の蜜施につ ・負擢とし、行政執行法第六條の規毒を準用してこれを微
いては、この條例の定あるところによる。 收する。

第二條この條例により害虫として蕊除溌防すぺきものの第五條指定害虫の被害地厘門にある筏の用材及び薪炭材
種類は、次に掲げるものとする。 は，皮付のま上これを他の地腫に鑿動することはできな
一、キクイムシ科に爵する害虫ぃ。
二、ゾウムジ科に闇ずる害虫但し、知凄の許可を受けた場合はこの限りで様ない。

三、カミキリムシ科に扇する害虫〔附則以下､約

一（］5〕－
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道北村

と

‐7口

ならば、全部の丸太を一本友鳶動かさねばならないから、

末口直径に依る方法で古來多く行はれて居る。然乍測定し

た直煙から材積を計算して、礎際の材積に近い値を得ると

云ふ黙では、中央直座に依る方がはるかに優れて居るp

山本博士の實用式

丸太の長さ及び太さの如何に拘らず､其中央直僅から、

中央断面積を求めて、之に長さを乘じて求めた材積〔フー・

ペル氏法）は、精密に測った賓際の材演に比して、大髄に”

於いて線小さな結果になるが､其の差は僅か'％に過ぎ
ないと云ふ調査結果より、跡士は中央直經に依る方法を賞

用式として採用された。然し中央宣座の測定に侭前述の如

き鉄騒があるので、直接に中央直座の測定は行なはず、末

口蔵璽を測定して是を’･02倍して､之に；L大の長さに依
って一定の数値を加へて中央直座とされた。此の方法は現

在の寶用式中では､､割合に正確な結果を得ると謂れて居る
C

平 石法の検討，

古來我國で髄く民間に愛され､現在は木材戚引上の求積

法として用ひられて居畜平石渋味口最短狸の自乘に長さ

を乘じて求職する湾は一般的に正確な結果を得ないこと

は周知の所である。即ち平石法では同じ長さの丸太で宋口

直煙が同一であれば､同じ材積であると見倣､且つ末口最短
雀

直裡の自乘に等しい中央断面積を有する謬太の材積に相営
すると假定して居るのであるが､私が北締菖壷ヱゾマツ、

1､ドマツの一間物976本､二間物976本について調査し起
所では、同一の末口直蕊でも、中央、元口の直径の大きさ

は夫友全部が異って居り、亦中央直狸の自乘と末口直径の

自乘との比が，1と0.79の比のもの賦殆んど無かった。末

口置座が同一でも､中央直径､元口直經の如何は材戟に非
、

常な影響があるが、左溌なことには一向頓着せず同一材稜

と見倣すなら寧ろ多数の資料から、長さ別、末口最短煙別

に鐵際の材穣を平均して、其の平均材職を以て代表材職と

見れば多少理窟があると思は奴るのであって、其の平均材

頼がzF石法の材穣と近似すれば、平石法も賞用的材斌計算

式と云へるが、山本博士の研究の結果では、一間物では末

口直径5寸位、2間物では末口直座9寸位のものの平均霞

材積が末口自乘法の材稜と大燈一致し、私の調査では一間

物でば末口最短煙6寸位、2間物では末口最短鍾10寸位．

丸太求積法は多種多様

往古木材が自由財の如く老へられ、避富で無償値乃至極

く低廉てあった頃は、其の艘積を知る必要は全く無かった

が、人口の増加と工業の發逵は木材の需要を急激に増加せ

しめ、取引上の軍位として其の濫穣を知る必要が生じて來

た･初めて材積測定を渡行したのは、18世紀の中葉ドイツ

に於いてカシワの賓買に立方米を使用したことである。其

の後木材の蜜際の鐙稜を知ろうとする人間の欲望は、今日

まで色鳧な方法を發表して居季曰くｽﾏ，ｱﾝ氏法,ヌ
ーペル氏法、リー.ケ氏法、プライマン氏法ホツスフエル

ド氏法、シモニー氏法．平均直座法、五分周法、末口自乘

法、厘分求積法･…..…､と學げれぱ数へ切れないが､機械的

測定法を除いては､直經を用ひて材戟計算をする法と、圓

周を用ひて計算する方法とがあるが、後者は丸太から幾何

の角材飯）を取ることが出來るかを計算Fす-る方法で､瞥賓

際に材積を算出する方法としては直偲を用ふる方法に依る

1が便利である。

費用式は中央直径か末口直經を

用ふるのが便利．

私達が礎際に木材を取引する場合一木友燕につき精密な

調査をして、材積を算出することは非常な不便で、大量の

木材を消費するパルプ、製紙工場や炭駿等に於いてば筒更

である。

樹幹曲線は、数多くの材について調査し見ると一本糞を

異って居る爲、材積も一本兵凌異なって居る。然し我凌が

木材を壷買す殿には域る一つの直径が同一なら洞じ材
積をもつと假定することが便利であるから画数多くの資料

から或る直煙毎に分類して平均材獄を求め、此の代表材積

を以て、其の直煙の材穣と見倣して取引して居る。平均材

積を算出する求積法としては、種盈な條件に依り決定され

る可きであるが､資用的なものとしては中央直座に･依る
か、未口直浬に依るのが便利である。中央直径を測るのも

末口直通を測るのも、測る手歎は同じであるが、末口直座

は粒積したままでも測定することが出來るが、中央直錘は

秘積した礎での測定は不可能で、弧いて測定しようとする

一

－己一子一 ▲四一つ

(筆者）國策パルプ株式會斌盈員

’

一・〔16）一

▲

一一



Ｊ
口
唇

北 村：丸太求積法の考察
＝

■4■■告 一 一－
一

隼1） を翠げ得ると思ふC

l、平均資材積に近い

薮を得る。

2．平石法と同溌‘末

口最小直座の測定で求

積出來るので、枇穣丸

太の求積も簡軍である

3．計算が割合簡箪で

ある。

4．係殿，加数の鍵更

のも＠ｶ坪均礎材積と一致して居る。山本陣士の研究と私

の綴査では各一寸位のズレがあるが、何れにしても今述べ

た各糞の直径より小さい末口直煙のものは平均蜜材積より

小さく、其の直径より大きな末口直經のものでは､平均資

材積より大きな結果を示すものであるo換言すれば平石法

は、長さに依ってある範園の直径のものについては正確な
寺

結果を得るが､一殻的には不正確な結果を得るので或る場

合にほ誤差が儲にrプラス」であったり'｢マイナス」であ‐

つたりすることがある･多敷のプb太の材績を計算すると此

の誤差は相殺されるから全魁としては平均度材積に近くな

ると云はれて居る力亀木材の生毒昔は別として消謹者の方

で健鋤へぼ沈水の如きは轍にzI輯材載より小さく頁ひ、反

對にバルブ材の如き侭補に"蛸材種より大きく買って居る

と云ふ嫌な不都合力誕り、一般的に誤差が相殺される様な。

都合の良いことは比較的稀である。

私の工夫した求職式

前述に依って明らかなる如く、平石法は一段に利用して

篭だ不都合ではあるが、事業上多敷の丸太を求積するには

末口最短直謹一回の測定で濟むからﾖ蝋に便利であり、且

また計算も簡便である所より、現在でも繍賓な方法として

愛用されて居るが、この測定方法で且つ一般的に正確な結

果を得る様なもの力鶏れぱ、どんなに見事だろうと恩ひ、

色凌工夫して見た。

北海道産のエゾマツ、1，ドマツの＝間物、二間物各976

本について、直蕊を分止で測定し、リーケ氏法Iご依り材積

を計算し､是を朱口鍵小直腿の5分括約により分類して、

職間zIg均林砿を求めて蜜醗式を誘導した｡誘導した鷺験式

は複雑な係数をもって居るから､此の係数を簡軍な係数と

して現すことに努めたのであるが、一態次の様な結果を得

たo
◆

V=圭曲-kd+k')"
v…"･材積(石）

も

1…“･材長（尺〕

(1…･…末口最小直睡〔尺)..

k……係数（長さに依り一篭）

k'.｡････加数

1とkとの關係は表①の如し。

本式がどの程度の正繼度を有するかをスマリアン氏法．

フーペル氏法リーケ氏法の各平均材菰と比較すれば表⑫

表“の如し｡表(3jI3:2間物の中央鯉を元口直經として
計算したのでスマリアシ氏法に依る一間物の材稜である。

倫私の調査ではスマリアン氏法、フーペル氏法、リーケ氏

法は殆んど同じ値を得た〕本式の特長としてば次の五項目
律

k

－

0．10

0‘08

0．07

0．05

0.03

0．02

ノ0

kゾ

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0辞09

I
1

尺２
１
０
９
８
７
６
’

１
１
１

に依って、色産な樹種の丸太にも應用出來る。

5．一つの直裡を基準として求積するから，材積表の作

製が簡単である。′

本式は北海道産エゾマツ、トドマツと云ふ特殊なプ嘘の

課査結果であるから、本式が内地窪の針葉悶、庚葉樹につ

いても此侭應用出来るとは思はないが、係敷、加数の鍵更

に依り充分目的は達し得ると恩ふが､､内地の丸太について

は未調査老あるから、後日其の潅會を得れば雲表すること

に､して此の穂を絡る･

〔鎧記）

調査に開する御照會は下記に御願ひします。

東京都中央鹿日本鰯富澤町八番地
國策パルプ工業株式會献木材部

〔表2〕12尺材（表3〉6尺材

■

丸太材誠（箪位石）ブ旧太材穣（単位万）

0.45

0.51

0.57

0.“

0.72

0.80

0.88

0.98

1.07

L17

1.28

1.39

1.51

1.64

1.77,

1.90

2.“

2.18

2.34

0．2010．20

0．2310．23
0．260．26

0:290.29

0．330．33

0．370．37

0．410．41

q450‘45

0．500．50

0．550．55

0．600．60

0．650．66

0．710．71

0，770．77

0‘830．83

0.89.0.90

0．960．97

粥|謡

0．45

0．51

0．58

0．65

Oh73

0．81

0．90

0．99

1，09

1．19

1．30

1.虹

1．53

1．65

1．78

1．91

2．05

2．19

．2．34

0.45

0.51

0.58

0.65,
0.73’

0.81

0‘89

0.99

1.09

1．19

]､29

1.虹

1.52

1.65

1.78

1.91

2.05

2‘19

2．ﾖ4

５
０
５
ｐ
５
０
５
０
５
０
５
０
５
０
５
０
５
０
５

６
７
３
９
Ｑ
典
ａ
＆
４

１
１
１
１
１６

0，455

0．516．0

0.585

0．667．0
4

0．740

0．828．5

0．915

1.019.0

1．115

1．2110．0

］､325

1．4311．0

1．555

1‘6712．0

1．805

1．9313.0

,2.075

2．2114．0

2．365

I
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森 林手簿 (3）

6

成澤多美也

qh
-WetWater,一一一一

前為號に"WetWater"がアメリカの森林火災に用いら

れて偉敷を奏していることを書いた。その時おそらくこれ

は人工降雨だらうと思っていたのであるが詞こか上るので

人工降雨を色滝調,§てみると關係がなささうである。私の

住んでゐる小さな町に、小樽高商を卒業してから25年間

米國で暮していたが維駿後の日本が慾し<なって念に歸っ

て來たとゆう人があった。知含の歯鬮者さんを邇じて聞い

てみたところ、どうもそんな言葉は在米中とんと聞いた事

はないが気象墨上雨季のことをそんな風にゆうかも知れな

いとゆう脳氣な話である。
｡●

それから機會あるごとに此のjlWetWnterllの究明に

努めたj新潟の進駐軍に邇鐸をして居患お婆さん－とい

っても津田英學塾を出て長く欧米に居た人で､話してみる

と中學時代の親友であった私の友人の長姉であることが解

って奇遇に聴いたりした－に訊ねたり、新潟の教育部長

をやっているWrightさんに聞いてみたりしたがどうし

ても解らない。

色煮聞きたい事もあったのでG.H.Q・の天然資源局の

森林部長H・兎.Donal"oI1氏にかくかくの事があるがお

知らせを乞う旨を書き差わたところ、5月7日付で霞だそ

の記事を讃んでいないが、との前置で次の溌な返事をいた

だいた。．

(wetwaterとゆうのは表面張力を減ずるために或る成

分、替邇スルフチン酒精を加へてある水だと思う。表面張

力の低下は水の参透性を増し、そのために水に著しい潟潤

性を與えるものである｡此の原理は森林火災の防火液を調
合する時に用い壗・Lる°）

氏に照會する前F｡A.Oも践B.Show氏にも此の事を
照霞して髄いたのであるが、同月の30日に返事があつだ。

DonaldSond氏と略糞同じ文面である。即ち有る化學製品

を混じた水で、先づ表面張力を低くし表皮組織の中に水を

容易に謬透せしめ、第二に沸騰謡菱下げ水蒸氣の防火力を

増大させる－ものらしいのである。化學薬品の名前が書

いてないのは恐らく営事者の溌利を愈重されての熱であら

嘩者）新潟縣立加茂幾林高等學校教官

う。筒巽ば本液はまだその製作途上にあり完成したもので

ないこと及び林野局(Foｴ鐘tService)に照脅してみたらど

うか、又そこにはFireControlNotesとゆう機關雑誌が

．發行さ脱ているからもらったら､どうだと親切な忠告があっ

たので、例の心臓を出して日本は敗戦後すっがり這鶴が地

に瞳ちると同時に誰も彼も國家百年の計を考えるものな

く、從って木を植える等とゆう殊勝な者は一人もなく、お

まけに火災が人工造林面積の3割に達して居ること、従っ

て或る學者の心配するように10－25年もするとすっかり

禿山になりさうだから，せめて火災だけでも喰いとめてや

りたい、ついては鍵妙不可思職なWetWat:鍬について是

非知らせて欲しいと謹糞頼んだ次第である。然し宛名が解

らないので、森林火災課長殿としてやった。

6月4日私の机上に部厚い大きな封筒がアメッカから窪

られて來た。中から林野局のA.A.Brownとゆう人がら

懇切な藷手紙とFireControINot串三珊が届けられたの

である。

A.A｡BroWn氏は森林火災調査課第蓮代目の新進氣銚の

課長である。文面によるとまだ完成しないが今年か來年初

までには私達の期待に添う嫌なものを作り上げたいと思う

し、今後何なりと遠慮なく訊ねて呉れ、便宜を圖る稜りだ

か.ら，何しろ私の所の森林も不幸だと大いに慰められたり

勵ま．されたりして流石の魁も胸を打たれるものがあった。

私は自分の塗った手紙の富しをノートに控えて置いたの
だが今出して見ると随分不鱗なことを書いて居る。山本和

光扇の森林保護學に由ると一年のアメリカの火災合計面戟

はニウヨーク州-州に相醤する位だとあるので‘その上上綾
をしたりしたものである。悪疫jこしてもこうした不幸を露

ほに出すことは除りよくないと知入に教えられて恐縮して

いる。

此の蕊re("ntrol扇otesからwetwate]sの舞也報告が

のっているので、これを摘記してみると次の溌である。

此の現地報皆はRhodenlfmd目のW"tGreew:chi,

DarkRiver",MarkTwain風有林，ミシカン州Mcn-

eely國有林等に蜜際發火した時に使用さいたものと、其

他二三ケ所で橘枝を積ん･画火をかけそれに適用してみたも

一（18）－
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のとの二種である。

もう一つ注意しなければならないのは用語で､WetWat"

がwettingngept或はDxpnCh等の文字が使はれているこ

とである｡同じ性質のものである､成分が幾分遼うのであ
るか不明であるが何れにしても火災消防}こ使用ずる液であ

ることには間達ないようである。

1.1%溶液と2%溶液の二種類があるが､敷力は2％

溶液の方が温く、2％液と’％液の敷力の差は丁度'‘%液
と普邇の水との差程あるようである。・

2．森林災災に遭った人ば大抵經験するところであるが

仲･を餘雛が消えないで徹宥警戒を除儀なくされるものであ

る。

ところが此のwetwat"を郷､たところは霊に消え

て再び燃え上らない。

3．水の惨透力が非常に狸く、厚い落葉層には特に效力

が顯著であった。カシ林或は伐根の嫌な謹い燃料に特敷を
奏した。

4．大抵火をたL.いたり、防火線を掘ったりかきならし

たりするのが癖ﾎ火災の對症療法的な方法であるが､此の
Wettingagentを使用するとそんな必要ほなく従って勢力

と費用が非常に節約できる。例えばWestGreewiohの火

災に出動した人は3人の携営厘員と32人の消防員､-それ

に2蔓のトラック、20ケの背負ひ消火器で14MI渉の火災

を喰い止めている。此の至經費350ドルとゆうからその鮎

でも如何に蝿ですむかが執される。
5‘此の溶液藏営に消火器に充たして置くのではなく火

災現場で各自適蓄と思う割合に混合するようである。これ

は金溺を腐蝕する性質を捲っているためらしいが、2％液
を鍍金した消火器に一週間入れておいても別段腐甑しなか

ったと報告している人もある。叉或る人は腐蝕性さえなけ

れば常時消火器に入れて置いて何時如何なる場合でも間に

合う巖にしたいと希望意見を出している。従って取り扱い
は一寸面倒らしい。

6ｶ又ミネソタ州のdnippeWl國有林でば色没なWetting

agentが試慰的に用いられているが，各種のものを混合す

るとその敷力を失うことを報じている。

7．水を保持3－る敷果について特に防水割を塗ってない

瀧ホースで誤みられたものがある。それは毎平方吋10J"

ンドの睡力で200次の長さのホースを通して普通の氷を慨

してみたところが途中から漏水が多く、40ガロンの水を使

ったが筒先童で達することができなかった。ところが

Wcttipgagentの1%溶液を入れた同量の水は筒先}こ達し

たことは勿論筒15ガロンの水が非常な勢で飛び出したと

ゆうのである。

以上がWetWnt啄或はWettingagentの全貌である

が､,來年頃はおそら<Brdwn氏から詮ってくるだろうと

思っている。叉是非鑑ってもらいたい積りで頓首再奔して

お郷､もしてある。

此のD.n凪にも比すぺき液が乗たとき、鐸請がない

と困るとゆう人もあらうが、成る可<讓語等は使はないで

、その儘の言葉で受け入ｵfた方がよいと思う。言葉も簡箪だ

し誰でも直ぐ・云えるではないか、眼いて認せぱ、「しめり

液」少しむづかしく云えば｢浸潤溶液」とでもしたらいい

かと思うが先づこんなことは無駄だ。

何れにしても森林火災にとっては麓敬で我友森林を愛す

る者にとって一大礪香とゆうべき嘩らう。ただ一等大切
・な問題は火災の大部分の原因が人爲的に起きる日本にとっ

ては各自の注意こそが先決問題であることを忘れてはなら

,ない｡識防は治療に勝るとは軍に人間の健康に開する警句
だけではない。ただ私としては萬全の注意を錦っても淘目．

つ火災力錘きた場合、ペニシリ.ンやD.D・唖．に匹敵すべ

きWetWaterがあったら､現在の森林のアジバランスを少
しでも喰い止められることに至大の期待をかけているので

あるC

l間ポ菱を草するに常って上記の諸氏の御親切に謝し深銭
の謝意を表する次第である。叉引用した報告女ば次の諸氏
の文に襲ったこと｡を附記して諸彦の御参考に供したい。

1.EdWardBitter:TheuSeofWettijigagent｡on
aforestfire

2．LouiSTauph､：猛暑portOnaWettinghgennt.

3.DiviSionofFireControL

ExperimentaltrialofWfttingagen鶴．
I

Ⅱ血eControlNotegのうぢ(1うはV01.8Nb､4

鯉)ltVol9．NO2一恵03.(3)IxVol,9IM0.4

1

、 一種子の熟.期と栗鼠一

林木の種子は何時頃が取り頃かを少腱するのは仲盈困難あって成功する事もあるが科學的根擦に乏しい憾みがある
なものである。常識的には農作物の収穫時期に一致させるJ.WToumey氏とC.F・Ko"tian氏の雷いた<iSeedi侭偲
方法もあらうし、毬果や翼が少し色づき初める頃、或ほ種andPlnntinginThePracti9eofForestry''に面白い記
ﾁｶﾐ飛散し初迄る頃探るのも一斡法であ,るが．皆所謂カンで事があるので一寸紹介して置かウ同

一（19）一
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これはアメリカの林野局函鷲eStServiceでやっている

金嘩償緬子の熱度蟻定法であるがSouiliernPineの毬果
､

をGuIflube油No.2.に毬果を採取した直後つけて浮け
ば、これは充分成熟していることを示すものだとゆうので

ある』

叉私は滿洲に居た頃JoumfllOfFort:StryにT.E,Maki

とゆう人が－．日系二世かも知れない一ポシデローザ掻

の穰子熱度判定にとった方法を見たことを覺えて居るが正
確な蝋字を忘れてしまったところが同雷に引用してあるの

を見ると次の溌なことである。

Pondero謎松の毬果の比重は7月27日0.92であったも

のが9月5日には0.74に下り、發芽力は反對に0から74,

%に上昇していることを謹見し､筒巡獅氏臓肉質の毬
果は比重が0．85に達し、發芽力もはっきりして來るので

その蝿重を以て熟期判定の指数であるとしている。

筒次の例は皿aki氏の比重測定にピン1,を得たものと

恩ほれるがJaaheでは石油を瞼定液としている。、

Lake州林業試験場はRedpineの毬果の比重が0.85に

達し、毬果發臘の色が磯紫色になり、鱗片の先が撚色にな

ると鎌取の好適期であるとしている。

筒此の該験場では野外に持ち歩きの出來る箱を作り、次

の様な水や油え毬果をつけてみて熟慶を測定する面白い方
／・法琴案出している。

箱は木箱で丙部は四ツに仕切られ、その上部に蝶番づき．
r

の蓋がかぶせてある。各仕切には容器（6合入の種子窺か

1-2升入の縦）と、械定後毬果を摘み出すために使う氷挾

を入挺て置く。容器は左から右え順に(1)水(2)亜蹴仁油

l3)右油と亜鰊仁油等獄の混合液“)石油のみ、といった
順序で入れて置く。

野外に出たら先づ5ケ以上の毬果を採取して、容器α、

につげる，と上で毬果が沈む期ならそれ以上の強査は必

要としない。若し浮んだら(2)の容器に入IT.次たえと移す

Whiterineの毬果は(2)の容器で浮んだら充分熱して

いるのでそれ以上の繊定は要しない。RedPineの毬果は

第4の容器で浮ばなければ充分熟していない事を示してい

亜癖仁油力穂箪に手に入らない今日としてはもつと別な方

法を考えてみる必要がある。

少くとも皿aki氏の試た比重は一應どの毬果にも應用
ザ

できることであるから、さうした試みは是非やって置く必

要がある、

’もう一つ面白い話がある。但し日本内地にはこうした事

例ばないので應用はされないが、山を語る者の常識として

珍しい事柄は知って置くのもよい事だと思う。私が特にこ

れ誉書きだす所以は､賀朧滿洲に居た時チョウセンマ¥紅
松と栗鼠の事で非常に面白い關係を到為ところで見たから

である。

テヨウセンマツの穂子は東洋窪の此の種のもののうちで

は最も大きいとされ､その仁は非繍に美味で､中國では昔か

ら賀美されて居湾が色糞な本に書いてある程である。叉

湿精にも卓効があるとされた。古来朝鮮では〃良妻之を夫

にすすむ〃とされて居た程だし、瀧洲植物誌で有名なコマ

ロブ氏に依るとロシヤの測量嫁がシペリヤの森林を測量中

道を失って一週間山中をさまよった時此の賓萱食べてあや

§<餓死をまぬがれたと云はれて居る程である。

種子は成熟しても非裂開性の毬果に包まれたまま．地上

に落ちる。さ.うするとリスや野鼠類が待って居たとばかり

此の鱗片を食ひ破って種子を漁ってし讃う。識歯類ばかり

でなく熊も猪も之をあちらとちちに運び去って中の種子を

押しだして食い荒宇，又篭菌類のうちでは種子だけを取り

出して澗葉樹の根元に貯蔵して冬の食糧に供するoこうし

て幸にも食ぺ残された種子力翠年芽生えて次第に生長する

ので非裂開性の毬果に包霞れた翼のない這-Q見繁殖には鹿め

て不利な悌件であるにかかはら､ず、東浦地帯を中心とし北

はシパリヤから朝鮮半島では智異山に至るまで庇犬な腫域

に亘って分布するに至ったものの鎌である。

栗鼠は木になっているうちに毬果を雷るので熟度判定に

は都合がよいo此の鮎によく似て居るのは米國産の松類の

樹子の採取である。Toumey2Korstian氏も針葉樹の種子

はリスが食糧貯蔵をやり始あたらす<・探或にとりかかると

便利であると述ぺて居る。

ロ

げ

1

へ
》
・
賑

る。，面白‘,ことは米國窪のリスや謡曲類ば此等毬果を犬量に
大規漠籏種子擬取をするところでは亜廓仁油と石油の混貯藏十ることである。これを特に"s9uirdB･ard'1(リ
合液に毬果を?けて浮んだ日から10日目をもって探取のスの貯藏塚〕と呼んで種子癖鍵はその塚を探して歩い
適期とする。』

て立派に商蕊になるらしい。

とゆうのである。勿論アメ，力達の樹種と日本産のもの．「リズ、紬リスそれに廿日鼠でさえ冬季食湿として彼等
とでは比電と熟期は異なって居るだろうし、以上に示した．の震し場所え種子を貯える癖を持っている。西部の森林に
比重をそのま砦我が園のものに適用は出來ないが、少くと摸むリスは大量の種子を貯え非常に大掛りな隠し場所を作
も班aki氏の方法やLake州林業獄験場でやっている橡定，る。氣候の許す限り或は毬果が落ち識す蓑でこれを集あ多
齢腫圃すべきだと思う｡だんだんやっているうちに伺本の食湿には除る程集めるの永普葱慮る5蘂めち忘鱸
産種子特有の熟期比重が判然して來るだらうったr石油やはDouglaSFir,Engel,"nSImlce,POnderOSHIFinei

一（20）－
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成澤：森林手繩
ー

L(X1gePoloPine,WeSternWhitepine等が特に好まれる。

貯蔵塚は華で蔽つたり、落葉暦の中えもぐして置く･ので

之を見つけ出すの惟仲共容易ではない。潟めった場所など

よく選んでいるが多分毬果はこう．した場所え置けば裂開せ

ず､従って種子が飛び腐さないからであろう。
筒隠し場所は沼津や小川の綴に淵う泥の中や水中に發見

されることが屡糞あら･峰近くに發見されるものは、低い

薮、倒れ木の下にある根株或ば倒木の鞘の下、倒木の幹に／
添ってかくしてある。そ.して母樹に近いところが多いo

リスの動きや彼等のつけた｡種が貯蔵塚のありかを探す

手力§かりになるものである。

探種者は大抵二人通れで歩き、集めたり、袋に入れだり

する。筒貯職塚にある毬果は最良の硬のものばかりで、人

間が直接木から探ったものより良いのが普通である。塚の

大さは様産で、あるものは數穎にすぎないものもあるが、

大きなものになると2石から3石に達するものがある。豊

作の時などは一つの塚から平均･8斗から1石を集めること

ができ、鴬りのよい時などは2石からf石を一人で集める

ことも珍しくない。然し普通は此の半分とみてよい。

Lodgepolepig,e,POnderoSaPi,je,DoUglasFirの様な

ものでは採取費は1ブッシェル<2斗)鎧り平均90セント

で入間が木から操砿する場合に比較すると半額でうむ。

東部澗葉樹林の灰色リス、赤リスはクルミ、ブナ、カシ

の質を集める癖:ある。然し彼等ぼ土中に貯えるのが普通
である｡時に樹上画浮える鵬もあるが､人間の手の届か
ない高い木のウツロ等を選んでいる。

尚貯蔵塚から採取する場合注意すべきこと腫叉スが多季

一一學、枝
′

戦時中の未植栽池160gha.年盈の過伐2億石で日本の

山はもう20年か〔原田泰博士〕25年（三浦伊八郎博士う．

すると一木残らず伐られて赤裸山になると憂慮さ匁てい

る。事責吾友の住んでいる地方でも甚い鮒になると這林

地は殆どなくなってし輩つた.と云ってもよい程伐"り霊され

てしまった。食糧増産で傾緋也に階段畑力窪る所侭みられ

るGとれるものは水氣の多い大根と力戸リイの少い甘藷ば

かりである。あれだけの努力と經費があったら甑耕水田の

改良事業をやった方がどれだけ増收になるか分らないのに

と思う。越後は米所である。18萬町歩の水田を擁し、蒲原

一郡だけでも奈良縣位の産米は平氣で出している。少し馬
匹

力をかければ500萬石の職ﾐは揚げられるのも夢でばない

といばれている。何を好んでブ銀とサツマイモを作らんや

とゆう事になる。

資ほ私も維戦直後開墾に夢中になつ．c、諾たら斌脅林3

町歩農*'たたき伐ってし茨つたが未耀に擬篭めが悪い。せ
1．

‐

一(銘1

－－

生活ができなくなる程根こそぎとる穰な無慈悲なことをし

てはならない｡」・

以上がリスの貯職塚と採取法であるが術5月謝のリー〆

一ス、ダイジェストによると(WildWiSdomシマツ.リスと

ゆう種類は血ckpineの毬果を水に波けで氷らせて貯臓

する.とゆうことが書いてある。立涯な冷凍貯臓である。繊

子の貯蔵に徴って寒い地方では非常雁参考に莚ると思う。
日本の森林生活としては關西の山ばかり･香暮した私はま

だ以上の嫌な面白い事蜜にぷつかっていないが、高山地帯

'や北國には案外これに似た事蛮があるのでないかと思うし

良質な種子ばかり集めるとゆう特種な性質も面白いことで

さうだとすると例え少量でも造林上非常に助かることにな

るo

よく氣をつけて山を歩くと案外面白い〃自然"を發見す

るものである。その意味で自然観察を極力おすすめする。

自然は偉大な敦科書である。

尚此のリスの貯藏の頂を諜出掲載することについては箸

･者の-､人である0．F.Korstiim氏､發行風JoImWiley&
SoII急の御決鰭に接した事を付記し併せて感謝の意を表す

る次第である。

TOumey氏は此の3版の剛版された頃亡くなられた事

は惜別の念に堪えなIA,o

筒此の本全部が仲友面いので全鐸しに出版する稜りで

KorStian氏に問い合はせたところ目下稿を改ゆている最

中で来年迄に纏まる積りだし1951年には新しい版が出る

筈だからそれを課した方がよいと思うとの返事で，それ迄

待つことにした。。
,、

！昇

造株－－．

めて陶山兀として阿房宮出づ」な．らよいが、ヅバを三斗

も蒔いて五斗の收礎では全く勘じように合ばないこと槌し

い◎

敗戦後4年どうやら世間一般に造林しなければならない

とゆう機運が向いて來たが、未墾地買收法案や山林5町歩
制限案それに農民組合の眼腰Iこおびえて,地茎速は未だに

鑿難黙鰯駕駕霊鯛蝋：
いては國逢魁の興慶‘う岐賂をｩすものである｡先つスギや
ヒノキを植えることよりも、此の地主達に陸心」を植え

つけてやらなければ、いくら灘を璽らして叫んでも無駄で

あ忍。

いろいろ溌局としても筈慮したあげ句と思うが麓休省と

文部省關係が歩みよって學校林を全國的に設定することに

なったことは、たとえ数駄的にほ少いかも知れないが､全

般に及ぼす形獅は非撒によ､’のでな､､かと見られている。

）－
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成澤：森林手鱒
■

その會合があるとゆうので校長さんのお伴をして某月

某日新潟に出かげて行った。小學校から鍵林専門學校にい

たるまで各代表校､瞥林局署嬬営局。中央の文部省､林野／
臆からも夫友お偉方が綺羅星の如く集って、趣旨や經過等

を聞かせてもらった。絡って各自の意見交換があった。田

圃の眞中にあ愚小學校の校長さんも卓をた上いて遥林の必

要なこと早急にやらねばならなし蟻を熱心に論じた。私は

末席を汚しながら流石は日本人だけあって木を嫌いな者は

ないものだと心ひそかに喜んでいた。私も何か一とくさり

喋舌りたくなったが佼長さんのお伴だから燕妙にしていた

がどうも大切な事がまだ論じられていない。經蛮の事だ。

むづむづしている時どこかの校長さんがこの問題を出して

潰友と説き超L述べ去り、校長ともなれば何百何千の子供

を相手にお説教するだけおってうまいものだと感心してい

た。しかも「新植の時ばかり金をくれても撫育数は何等考

臆していない、今迄の學校造林の失敗ばつ蓑るところここ

にあるので常局は此の黙に最大の考慮を挑はれたい旨を述

べて席についた？勿論皆不賛成どころでばない大いに拍手
害が意を得たりと唖うところであった。このまますめば誠

に篤歳であったのだが、その時縣會鐵負の何某とゆ5者で

と名乘bをあげて反對論をやったものである。此の人は非

常に森林に御厄介になった幼時の經緯や森林を情てるには

自分の子供を育てると同じ愛の氣持でなければならないこ

と．･自分の子供を育てるに金の事をとや角ゆう人があるだ

らうかとゆうこと。教育着はもつと金の問題を離れて眞に

木を愛し園を愛する念挺徹しなければ此のi大問題は達しら

れない｡經受を鍵唯ければ鱈は育たないといった不純な

考が少しでも生挙に教え込まれる溌なことがあっては軍大
間題である．…･急旨の切麦たる赤誠〔？)を吐露して…･･･いや

賀際大きな怒騨でやるために，そして縣會議員とゆう立涯
一一■一一ー勺一一一一一五＝■一一一一一了

林業解説シリーズ

京大助教授吉良龍夫著

第17冊周本の森林帯
京大講師理博今西錦司著

第19冊常緑廣葉樹林
林業解説編集室編

第18冊世界の森林養源

北大助教授･理博･農鯉館脇壌著！
第20冊阿寒國立公園．

北大教授，･避博犬飼哲夫著

第21冊野I 鼠

詠業の個糞の問題を提へてzf湯に解読したもので
林業家の常識としては勿論､一般人も興味深く林
業を知ることができる。
定慨各紐共30図塗料3朋笈で6圃
懲約購讃料Q2冊分）鑑料共400El

林業解説編集室編集・日本林業技獅誘會發行
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な肩書も手つだってか瀧堂水を打ったような靜噸さであっ

た｡終ると昂祷からさめた様に蔦雷”ﾛき拍手である｡私
もすっかり前のことは忘れて雌の美僻に拍手を錘つた一人

である。

會が絡って柳の多い新潟軽男の子と杉の木は育たないと

ゆう新潟の街をとぼとぼと歩きながら－－-その頃は戸外の，

冷い風にあたって先程の昂奮も治まったのか、何となく割

り切れない氣持に襲はれて來た．

何だか今の先迄縣圃議員が流暢に演説したのは戦時中軍

人がやったあの超物質的な精燕主義と一』職目邇ずるもので

はないかと。滅私奉公とゆう形容詞的麗句腱躍り立てられ

て南洋の端まで飛んで行ってばみたものの食溌と弾丸と飛

行脚糎かないで敗けてしまった嫌なものでないのか｡．．‘・・

折角植えてみたが鉈一挺鎌二一本買う経費もない貧弱な學
校溌算でどうして維持出来るのだらう。手で草をむしり取

られるとゆうなら正に竹槍物姥ある。
精紳主義も決して悪いことではない。むしろ敗戦後餘り

にも高潔な精荊主義をかなぐり捨てて月給をあげる金をよ

こせの一黙張りで騒ぎ廻はっている組合運動を私は悲しく

思っている。、

然し餘り糖識主義が振り麺まされると折角順調にすべり

出した造林運動が直ぐ・往年の徴大典記念造林や御成婚記念

遥林のようなことになりは.lないだらうか。學校に奉職し

てから日尚浅い私ではあるが、どこの學枝でも所謂學校造

林と銘打って普通の鎧林地に比肩すべき成功地を未だ見て

いないo

物心雨面からやってゆかないと此の問題は解決しない嫌

であるo

数冊の闘書しか買えない貧弱な學按識算も考えてもらっ

て営局の蟹明な善慮を藍むものである。〔総り〕
－ ＝一

林業技術シリーズ

林業試験場で編箸する本シリーズば愈糞木曾から發喪

することになった、これは試驍場に於ける研究や調査
議験の成果を極く簡潔に、z露に戒りまとあたもので

林業技術振興上最高の指導書である。

希望者には成る可く溌約で頒布する識定
億既刊の次の各書も希望者が多ければ、再版の澱定に
付、至急申込まれたい（定償未定の爲め代金織後日通
知する〕

No.1苗圃に諺ける針葉樹種苗の立枯病
No.2嚴寒期に諺ける黒淡窯天井の構築に就て
No.3澄んぐり味噌製造に關する研究、
No.4エギ挿木苗木の根頭癌種病被害調査報告
No.5松の害虫と駆除，
No.6水源の雨量に就いて

各雅共A5版瑚頁-50頁定償未定(30~50回の溌定〉
林業試験場編・日本林業技術協會發行
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遠慮なく何でも訊いて下さい、夫公の灌威者に依

頼して明快な回答をして頂きます（編集室）

魚附林について

‘（問）北海道紋別誉赫署高島常雄

識は海遜の誉林署に勤務して居る者で”:､前白常地の
新制高稜の赴會科人文地理の問題に次の穰なる問題が有り
ました。

「森林と魚類との關係｣。

早速参考書類を調ぺて見ましたが明確なる諭誘を書いて

居るものが有り差せん、た瞳服部正相著向上方農村の林業」

申の一節畷林の敷用｣に次の嫌なる説蠅靖りました。
，鋤と魚業との關係を見るに魚類は海岸に於ける森林
の影が海面に没じて暗くなれる所に好んで集り之を魚附林

と穂してゐる。魚附林ほ更に水中微生物の發生を促して魚

貝に食餌を豊富に供給ずると共に海草類にも肥料分を輿ヘ

水産物の繁殖を助け魚族を誘致するものでぞる｡」
この論議は非営に漠然として居りますので、私はもう少

し明確なる論説が得たいと思ひますので、次の事項

1，森林と魚類との關係

2，森林の影はなぜ〔どの様な關係で，海面に影響する

か。

3、どの綴なる關係で微生物の發生が良くなるか。

に付恐縮にたへませんが、回答を望むもの・ですぐ2410.13)‐

（答） ･林業試醗場防災部長飯塚肇

魚附林は、古來網付林とか魚寄林などとも云はれて溜岸

漁調こ必要なものとせられて來た。

それでは、魚附林と沿岸漁業との間にどんな關係がある

かと云うと、之はなかな力難しい問題で、今迄かなり多く

の研究も行はれて來たが、未だ解明の域に達Lていない。

従って森株と漁業との關係に就ては今筒研究途上にあるも
のと云う外はなL,。さて魚附林の敷果として考えられるも

のは大磯次のようなものでw之に就て私の考察も加えて、

極めて簡単に記してみたい｡

（1）魚附林の輿える暗影

漁業着は之を「海面のくろみ」と云つでいる、この『く

ろみ」がないと魚が寄り付かないと言う。淵野氏共他の研

究によると、水中からは林の姿を明確には認め難い。藤原

博士の所謂「明り窓」の周遜にゆがんでう･つるだけである

叉波があ紬:岡反射をするから一層認め難いものになる。
それに川本氏の研究によれば魚は近眼らしい｡{従って林の

／

賓景が魚寄せの目標になるとは思ほれない。そこで暗影な

るもの力零ぴ上つ“亡来る。之は水に映る林の影ではな､<、

魚附林の存在によって水面に生ずる暗さである。海面に對

して夕陽の照射を遮る東向の砂丘上の森林に就て、その遮

光の距離を以て魚附林の效果範園として計算して居る人も

．あるが．この意味でば必ずしも林の存在を必要とせり農、丘

の高さが問題となる｡私は森林から反射される光こそ､そ

の「くる承」の正禮であると考えている。之ほ魚に與える

心理的な影騨であり、魚が本§鋤に要求する安定感である

と思う。その一例は「ぼら」である。産卵、冬眠にほ必ず

水深く林の暗影ある場所を求めるj-水深く」とは地形的な
t

面を意味する。然し乍ら「ぷり」の如く潮の影響を受けて

林のrくろみ」を求めないものもある。魚の種類､魚嬢の

時期によってその趣ば大愛異って來るのであって、一概に

は言えない。

（2）プラン〃トン

森林は腐植賀の存在により瞥養璽類を多く流出し､之に
よって沿岸の微生物の發生多く、之を食餌とする小魚類が

多く集り、更にこの小魚を求めて廻遊魚が集って來る。叉

腐植質自臘が水中に入って、微生物の繁殖に賛し又水苔、

海藻等の誉蕊物となってその生育を助長するo｣と説かれて

いるが、之は一面の眞理であると共に、一面に於ては、一

般に水は常に流動しているものであることを考えなく‘ては

ならない。事熾魚附林に接する海底に腐楠質の存在も認め
･られないし、叉松ZF氏の研究によっても、特に魚附林があ

る爲に、その附近に誉譲璽類やプランクトンの存在が多く
認められることもなかった。
（3）雨水の流入

r海中に雨水か多量に流入款ると、海水の濃度を下げ聴

叉温度を低下する篇に魚が逃げる｡｣と言うことであるが、
之には色為議論もあり、叉之は環に“竹林の問題のみでは

なく、より籏域に亘って考えられることである。

“〕土砂の流出防止

陸岸から土砂が流出して海底を覆うと、有用な海藻類が
死滅（所謂磯焼け）し、叉海底の明るさも塗って来て、魚

筈せに極めて不都合な状態になる。更に之が4蛎這に於け

るが如く昆布等を對象とするものである場合にほ、土砂の
流入は致命的であるc魚の集る場所を見ると陸岸に綾く海

底には岩多く、之に「ほんだわら｣鰹「あじもJ等の海藻が

恰も陸上に於ける森林の如く密生して居てこ入に小魚が集

り、更に沖に脇ると海底は砂又催泥土となり、こ上に網を
設けるのが普通である。附柵勺に考えても、魚の集り場所
としては好適である。この意味では魚附林は重要な意味を
持つものであるが、之には先づ地形と、地質を考えるべき

であり、叉潮流を考えると、海に流れ込む河ﾒIIの祷らす土

砂力頚に大きい役割左果して居る事に氣付．<のであるが、
之はより庚い河川疏域の治水の問題であり、一面に於ては
キヤスリン台風の際、利根川の濁水の流入によって、この

年の東京源の鰯漁が皆無に近い状態になった事によっても
わかるように、之は直接魚顎の死命を制するものとして魚
類を逃避させること過ある。

－〔隼23.）－
／

一

＝

一

､



』

.

一 一と-午一一 －－＝一一空言一 一
一

1．貴方は日林協の在り方についてどんな意見を持だれるか。

2．貴方は『林業技術」誌上にどんな記事を望薮れるか6

3．畳方の職場からの夢〔理想〕をお開かぜ下さい。

問

－=＝ラー=局＝二一一『‐－－－－－－－－－‐一一一・一‘一一一一一一喧守一一一’言－一

やかな集いでありたい。
答

程

〆

青森縣三本木農業高等學梗芝田隆雄

（1）林業の必要溌事を一般世人に認めきせ積極的に行動
する様呼びかける。即ち國の林業關係議算の増鶏技術

の義成及び林業磯關の充唆､映霊＝ユース静における林
業知職の普及について日林協は積極的､犠牲豹に活勅し
て載きたいと存じます。

（2）〔イ)サイエンス、ダイジェストに獺載さｵLる外醐林
業展望要識。〈戸)グラブ、鯉表による一般的資料等を御
願致し蓑す。

（3）學校りこおける林業教育としては．(イ)林業人として

の人格の養成〔戸)初等技術の確得指導、そ･して勤勢、
努力、責任感の所有着たらじめんと日夜努力しています

國としては、どうしても林業方面の政治家の出現そして．

・掻力な林業政策がなければ掛離だけの植林に維ります。
夕

宇都宮大學教授大崎六・郎

（1）林業抜徳の理論と賓際とが表裏一鎧となるように儲

に活動していた壁きたい。

（2）もつと解説的な記事を僅かづつでも載せてはどうか

と思う。誰でもが溌みやすいように。

（3）學生が揃って附議技術』を手にするような夢が見
たいものだ。

①

熊本誉林局農林技官大澤健治

(1〕走款鴎條の主旨に同意。
〆

(2）（イ)抽象諭的、純學術的論文よりは當面の現實的な

問題に就ての具艘的論議。

（戸)林業關孫、論誘、著作の平易な涙イジエスド。

（ハ瞳林､經理､利用、林政等の大別にr林業技術鍵盤

史」の如き屯のを蓮載して欲しい。こ“によって先輩

の勢筈をしのぶとともに、参考文献のリストが作成出

來る。

〈＝〕現場に於て新しh,技術．考案を用いた場合、その結

果の解説。

（赤.林業技術界のトピツグ。

<”醤林局署員は全部入會する。機關誌｢称業撰購」は

丙容が豊富になり會員はその到着を待ちこがれる。技術

を磨き山を溢滝良くし、事業を合理化する。これが馬水

會と誉林局、共同主催の講演金、識習曾が蝋多く盛大に

行は!1.る･

京都府林務課山本安秋

(I.)*嘩關係璽瞳は型多くあるが林業技術箸を打って一
丸とした職能團瞭としては唯一無二のものであるから飛

躍的に發展することを希望する｡民有林方面にうんと働

きかけて名資共に林業技術者の大同團結として前進すべ

きだと思う。

（2）學価的なものに「日本林學餅誌」があるので「林業

技術｣､は「象牙塔｣式でなく「賓際的な記事」を豊富に
蓋敵して欲しい。

（3）職甥からの夢として､｢制深按術jに「時評」の頁を

β

唾

＝

震岡縣吉村林業蕊務所吉村康毅

（1）現在の雄で良いが、少し民有林の面が込まれ庭し。

（2）遥陳方面と林業暁的な方面の記事各政蕪の林業技
術對策-･蕊表の如きもの。

（3）適地適木を蜜現するため簡易な方法存求めたい。
▲

香川縣立高等學校一教員

（1）現在どの徹でも同返と恩1罐すが蚕金難誕費の高騰

の篤雑誌の發行のみで他に何の行事もやっていない襟に
思われます。併し今後の在方ば他と協力して大L､に展蕊

會、講演會､講習會を各地に於て行い一般及び林業者の

技術の向上、知職の普及を諮るやうに進むべきだと思い
ます。

(2)林業の初歩的な鐸砺に關すろもの蓮綬講座式のもの
篇艇挿繪を多くする塞諺例へぼ雑誌&科學グァプ』の「山

と植林」の加きものば興味あるものとして参考になると

思う。

（3）高校教員として學園内に刺鎌の模型的經誉をなし將
昌

來の糾錐技術者の完成を期し叉一般人の知識を高め且躯

校を本地方の中心たらしめる辨・

熊本縣丙大臣官行事業所大下利春

私は一回見ただけではっきり1申上げる掌が出來ませ設けて欲しい「月刊」位にLて頂きたい。府縣林政につ，l.1)私は一回見ただけではっきり'申上げる事が出來ませ

いて豊富I字報道して欲しい。協會け肩のこらない、などんが確に高度の林鐸術啓蒙書である事には疑ありませ
』。

－（24）一
一
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（3）黒化促進の夢（山火による黒化ではない〕北海道の

最南端であるここ木古丙の山は殆ど全部が慶葉樹でその

丙でもブナが大部分の80％を占め，針葉樹は全蓄績の

1％にも足.りない．秋の落葉期から冬にかけて次白一色

の風景は誠に荒凉たるものであるつ林質の劣等なことも

”.営蓄積の少ないことも情けないばかりである。自分

のもち山であるならば、叉特別會計になやみ多き山役所

の幹部どころであるならば資源製かな木曾や秋田の森林

を北海道でも青木に富んだ北部の山を持ちたいであら

う。捲営を望まれるだろうが、永年ここに性みついた自

分としては貧弱な山であればあるだけ、愛着いやまさる

ものがあるので､まことにおめでたい限りではある、幸

いここ這南の地は源辨と塞幣とのつなぎめにあたり、丙

地の木も見られれば北海道北部の木も見られる。主要林

業樹種としては、天然には、卜寺マツ生育の南限をなし

ブツ割、トチ、サワグルミ、クリの北限と見てよろしい。

人工的には、スギ、アカマツ挫林の北限をなして、何れ

も成育殊の外良好で造林上こんな面白味のあるところは

あったにないと思う。

山を歩き山を眺め常に思うは適地迩木､零作業の配分よ
ろしく人工林．適地}富は温辮のスギ、塞帯の卜寸マツに

カラマツを15％70％15％の割合に配した積極的な樹

種改良目標をここにおいて我為はこれに向って、まつし

ぐらに精魂を打ち込んでゐる。育林に，育苗に。斯くて

見渡す限り黒色の山碑となるのはいつの日であろうか。

（雑り〕

ん･高度の文化牡會を築く爲に世界の林業界を見通した

宏大な見地に立って森林界の發展の篤に今後共､林業界

の學者の先見現況、試験場の試繊成績、學校の研究發
表を通じて勉學し協會丙に於て一定の試験を施行して戴

き何級と云う號叉名稲にて呼ぶように。

木古内醤林署農林技官安藤正幹

（1）定款に示された線に沿って事業を進めてゆけばそれ

でよろしいと思います-。特に注文はない。

（2）林業に開する論説や研究記惑は琳業技術』誌上の

ものもあまり澱まれていないと思う。

I凱分は大正末期初等の林學を修め、爾來20数年に豆っ

て、震地林業に親しみ且没頭して来たものであるが所謂

林學の論説や研究記録な愚ものに親しみがもちにくかっ

たoこれらは誠に貴重な記録ではあろうが、除りに難解
な字句や闘表をもって埋められている場合が多く、基礎

知識の乏しい着には理論と困難なものが多過ぎるからで

ある。斯く云うならば頭のない奴は論外だ勉狼が足りな

いからだと非難されるかも知れないが。而し乍らこれら

を普く實地に畷用して林業の護展進歩を推進して行くも

のは、林業界に大多敷を占める我盈級の獅阿者でなけれ

ばならぬ。この意味に於てこれらの發表には今少し〈興

味をもちうる様、平易な表現をもって欲しい。以上的外

れかも知れないが讃まれぬ記事は除り效果がないと思う

ので斯うした紬を老へた編幌をして頂けるならば「林業

識愉」誌上記事は今迄の行き方で結構と思います。

1
刊 既

第
３
輯
林
野
鹿
治
山
課
長
藤
村
重
任
署

日
本
森
林
資
源
の
分
析

第
１
部
森
林
所
有
形
態

Ａ
５
版
定
償
弱
圓
（
會
員
頒
侭
卵
圓
）
〒
、
園

日
本
森
林
資
源
を
そ
の
所
有
形
態
に
つ
い
て
新
た
な
角
度
か
ら
分
析
し
過

去
の
林
業
を
反
省
し
、
再
建
の
方
途
に
つ
い
て
滴
確
な
指
示
を
輿
へ
た
も

の
で
あ
る
。
長
年
山
林
局
に
在
勤
し
現
に
林
野
臓
治
山
課
長
の
要
職
に
在

る
著
者
が
貴
い
鯉
多
く
の
淡
料
か
ら
得
た
鋭
い
結
論
で
あ
る
。
引
綴
い
て

第
２
部
‐
「
産
業
総
遥
と
森
林
識
源
」
第
２
部
「
森
林
費
源
の
浪
蜜
」
と
三

部
作
と
し
て
上
梓
の
議
定
で
あ
る
が
今
回
は
そ
の
第
１
部
が
完
成
し
た
。

こ
れ
は
寧
ろ
林
業
畑
以
外
の
人
に
多
く
讃
ん
で
も
ら
い
度
い
も
の
で
あ
る

が
、
勿
論
林
業
人
と
し
て
は
見
逃
す
こ
と
は
鯛
來
な
い
。
（
新
刊
）

由
嘩
垂
唖
囚
目
ｇ
言
霊
翻
孔
君
二
言
画
言
〃
亙
言
宙
函
冨
罠
８
日
ｇ
三
一
二
一
芭
私
こ
渇
言
言
目
■
』
吾
菖
息
晶
■
一
言
ロ
ロ
言
琶
日
■
亨
屋
ロ
》

第
４
輯
宇
都
宮
大
學
識
授
大
崎
六
郎
箸

森
撚
組
合
の
在
り
方
Ａ
５
版
置
閻
〒
閻

新
鎭
學
徒
と
し
て
著
者
は
林
政
の
眞
拳
な
研
究
者
で
あ
る
房
」
と
は
周
知
で

あ
る
。
今
回
の
本
書
は
従
来
の
森
林
組
合
に
つ
い
て
丹
念
に
批
判
し
‘
又

現
地
に
於
け
る
糖
密
な
調
査
の
結
果
を
報
告
し
、
今
後
の
在
り
方
を
激
へ

て
居
る
。
解
説
的
に
極
く
平
易
に
書
か
れ
て
居
る
が
一
貫
す
る
指
導
精
禰

は
能
く
林
業
再
建
上
重
大
な
使
命
を
持
つ
森
林
組
合
が
今
後
如
何
に
あ
る

ぺ
き
か
を
明
示
す
る
。
（
ｎ
月
下
旬
發
賓
謹
定
）

第
１
聯
謹
嶋
嶬
巌
鐵
嚇
田
中
第
一
霧

森
赫
土
末
第
一
巻
赫
這
の
設
計

Ａ
５
版
定
償
一
三
五
圓
（
會
員
頒
償
二
一
○
圓
）
〒
三
乖
圓

第
２
胴
元
青
森
管
林
局
長
山
丙
倭
文
夫
著

發
行
所
職
團
法
人
日
本
林
業
技
術
協
會

日
本
造
林
行
政
史
概
説
議
嘩
認
酔
訟
謨
鴎

。

林
業
技
術
叢
書
塞
寶
中
）
’
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|賛助 ’員紹介

囿職報告後.次の邇り申込があった｡その協賛を謝し廣<會員に紹介する(略敬”

「 員吾1住所叉腫所在地｜卿駁｜取扱賛 助 １
１

部麦

札幌市北五條西11丁目]・

東京都杉並厘宿町268

頭山市草戸町1094

石川縣鹿島郡中島乙161

庚島縣双三郡三次町

|蝋駕畷織繍

’
三井木材工業株式會祉ｵ蝿支店長

山丙倭文夫

占部谷三

中島木材株式會就

三次誉林事業組合、

みやま泳産協同組合

清水産業株式會献

部
曾
部

支
麦
″
″
″
″

幌
西

１
２
１
１
１
２
１

札
本
關

Ｉ
巳
Ｆ
Ｌ
ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｐ
印
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｆ
，

毎
■
■
凸
■
Ｏ
Ｂ
■
Ⅱ
■
１
５ ’9口’計 7名

｢而一'－－－計92名 ｜
|，

累
一

100
－－一

’
一

＝早●l■一

－ －

會務報告
=一一一一一-画ﾕーﾆーｰーｰーｰーｰーｰー .ー~_.~-.------~_~----~-.

○第11回常務理事雷1(月4日（火）後3－8時於本會
出席者穣川理事長松原、中川、植杉、淵各理事
1．日科技連参輿推薦の件
2．林業技術脇曾撒表彰の件・
其他について協議した。、

林政推進に闘する懇談會10目24日（火）前11-後2時
於本曾

林野露及び安本林産課の首脳部の出席を得て、林政の強
力な推進に開する方策等を随識懇談した。
一～一一一

編輯室より
一一一一一～

〆

會費についてお願い

未納の方が大分澤山あって、會の經理上大菱に難澁
して居ります。至急御沸込願主す。
1，昭和24年度會喪は一人200園であ．り．ます。
2，會費は年額であって、會計年度（4月から翌
年3月迄）に擦り主す。〆

3，倉菱憾二回に分けて納入することが出來主す。
4，會養の納期は毎年
一回で全納の場合は8月迄とし
二回分納の場合は前期分駐6月迄

悪
屋

後期分を12月迄

となって居りきす。

年度の中途で入會の方も全額を納入すること
に蔵って居ますが､特に10月以降に入蕾の方は
その年度に限り後半期分(100圓）を擁込み下
さい◎

焼）會費の外に雑誌の代金は徴收致しません。

加側法人日本林業技術協會

醤重健§9""fAmもricanFbrestcrs(ｱまし力森
林家連動に對して雑誌の変換を依頼した所去る9月30
日付で快諾を得て早速その雑誌JOur"1of勁唾塵try9月5，
號及10月號が邊られて來た。今後も發刊の都度鍵って呉れ．
る筈である。生愉本號にほ間に合はなかったが次號からは
その抄録を出來るだけ多く掲載してアメリカの林業を紹介
したいと思ふ。時には全謹も載せたいのだが､此の方は雛
鐸瀧の問題もあって一寸簡軍には行かぬかも知れない。 (II'
筒此の外にAmeri"mForeStryAssociatioii~tアメリカ林
業協勤にも交渉中であるが此ゐ方は未だ回答に接して居
ない｡-以上報告諺,奇。〔松原”’

Ｌ
１
ｉ

－－

一一

‐~一…；前號(100")掲敬の謄告に重大な誤植を致し菫したb發見後直ちに訂正致しましたが一部は無訂正の儘發
訂正;錘した向もあります｡多大の御迷惑をかけたこと瀞お詫びし､秀慰次の通り証致します。

記事中52頁厳告中｢茨按縣治山林會｣は｢茨城焼山協割の誤り
表紙3頁康告中旭友林業株式會社の所在地はr"II市皇條二丁目」の誤り

お詑ぴ：表紙4頁臓告中本州製紙株式會赴社長｢中澤武易k｣は｢田遜武次｣の誤り
同上本州製紙株式會祗の工壊所在地「中澤」は「中津」の誤り

ー争亨｡｡■一

一一

｜
郡
〒林議題墓織第'01號 鴫職制罷謂塁騨掌3噌

編集發行人松原茂發行所 祗團法人日本林業技術協會
印刷人水野義男東京都千代田唾永田町2丁目1番地
印刷所三立印刷株式會就電話〈57)2564番振替東京60448番

日本出版協會凌員番競B214012番

一

全一（26＞一一
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一
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悩
嶋
懲
鳳
墹
一
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華
筆
舜
騨
鰯
霊
繊
蹄
繊
州
共
著
箱
０

日
本
の
木
製
品
工
業
》
蝿

☆
好
評
發
壹
中

戦
後
産
業
界
の
ホ
ー
プ
た
る
木
製
品
工
業
の
本
質
，
形
態
．
統
制
經
濟
と
の

開
運
、
國
際
經
濟
上
の
諸
問
題
等
具
繼
的
轍
字
と
資
料
に
も
と
づ
き
學
者
指

導
書
と
し
て
最
高
の
權
威
書
で
あ
る
。

農
林
省
山
林
局
編
判
圓卜鋤

漂
標
準
材
積
表
纏ポ定

☆
好
評
三
版
出
來
、
至
急
御
申
し
込
み
下
さ
い

農
林
省
の
研
究
業
積
に
よ
り
得
ら
れ
た
、
貴
重
な
る
業
者
便
覧
！
本
書
一

冊
に
て
困
難
な
る
計
算
手
綾
は
解
決
せ
ら
る
。
巻
末
に
胸
高
計
數
表
，
水
平

距
離
算
出
表
、
三
角
函
數
表
、
圓
面
積
表
を
牧
む
。

田
中
勝
吉
著

入
圓
箱
馳

木
材
の
加
工
？
｝
接
着
蝋

☆
箱
入
特
製
本
出
來
發
寶
中

コ
ル
マ
ン
の
木
材
工
學
に
も
比
す
べ
き
椴
威
襟
と
し
て
知
ら
れ
た
本
番
は
，

特
に
合
板
に
つ
き
他
に
類
を
見
ざ
る
詳
細
な
る
説
明
と
多
数
の
篇
眞
，
數
表

を
牧
む
。

霞
畦
誹
棚
輌
撒
諏
鱸
脇
田
勝
之
署
製
圓
上
訓

藏
接
着
の
技
術
署Ｂ定

本
霧
は
著
者
多
年
の
研
究
と
賓
料
に
も
と
づ
き
接
着
剤
の
分
類
、
本
質
，
木

材
と
の
關
係
を
論
じ
た
技
術
指
導
書
。

☆
擴
製
穐
繍
難
売
離
宮
士
出
版
鍬
鰄

一
一
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吉田正男箸林債算法及較利學苓2鯛
吉田正男箸林業經理學近刊

中村賢太郎署育林學原論苓3鶏，
中村賢大郎著造林學随想￥2鵜｜

中村資太郎箸澤伐作業論革'鵜！
佐藤敬二箸造林學原論近刊

島田錦藏碧林政學概要等3鯛1
島田錦藏著アメリカ林業發展史：

茎150圓千20園I

墓500圓

書留逢料65回|鈴木清太郎署火災學
限定版直接申込に限る

火災學は日本に於て出來､今獲進展している魔女科學であ
る。火災學は物理學,化學､氣象學､風土學の組合って出
1來た一種異様な科學であって應用から云へぼ建築、都市設
,計．山林學に及び、叉消火については工學、雷學の智識を
借らねばならぬ。叉保険、統計から諸法規に通ずる必要が
あるので人文科學も入って來る。

篁慧伊穴藍共著林學講義琴鶚
三浦伊八郎箸林業實験實習割圖
徳川宗敬箸灌態§造林技術の史的研究

￥200圓〒35圓

|内田繁太郎箸實用辮測量法學鵜

|宇野昌一藩竹材の性質駕'里,．
|岩出亥之吉著食用菌箪類と其培養

悪350圓〒35圓

'一

島田錦臓著林業簿記及收性評定論

茎200圓子35回’
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地球出版株式會赦

東京都潅腫赤坂局腫内一ツ木町 １
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